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【第一次調査】 

 
日時：6 月 15 日 10：30－11：10 DEPC/MINADER 
参加者： JICA 西牧、青山企画調査員、三宅 
 先方 MVONDO NNA Patrick、Tobie ONDOA MANGA、Vundi Fidel Magloire（局長、職員 2

名） 
議事内容 
・ DEPC 局長：調査団訪問に対して感謝の辞。情報の収集や現地訪問時の調整について、調査への協

力を惜しまない。今回の調査は現地踏査も予定しているが、現地の関係者に事前に連絡し、協力

を仰ぐよう手配したい。カメルーンは輸入米が増加傾向にあり、現在では、80 億 F を輸入米に費

やしている。また、国内産の米の国境を越えた移動の問題もある。1 年前より日本と協力して稲作

振興の取り組みを始めているが、その成果が実ることを期待している。日本の優れたアプローチ

により成果が上がることを期待しているが、稲作振興の取り組みには、生産部分とともに収穫後

処理の取り組みも必要である。稲作関連の支援として、BM 等のマルチドナーの支援も受けており、

灌漑改修整備等のインフラへの支援がある。また、インドの支援ではトラクターの工場建設の取

り組みがある。 
・ 西牧：JICA 協力の現在の想定として、陸稲栽培普及取り組みを中心とした 3 年間のプロジェクト

を想定。2 名の長期専門家（農村経済／調整員、）を派遣し、普及員や農民への研修、本邦または

ベナンのワルダでの研修、そして必要な機材の導入を行うことを予定している。次回の調査にて、

RD 署名まで至れば、2011 年 1 月ころより開始することができると考えている。 
・ DEPC 局長：JICA 支援の予算はいくらぐらいを想定しているのか。 
・ 西牧：¥1 億／年＊3 年 程度を想定。 
・ DEPC 局長：金額としては大きくない。資金支援によるより大規模な取り組みを望む。 
・ 西牧：今回の技プロは稲作栽培普及を中心としその実施結果を踏まえ将来的に検討する余地はあ

る。 
 
日時：6 月 15 日 14：00－14：40 IRAD 
参加者：JICA 西牧、三宅 ／ MINADER ONDOA 

先方 Jacob Mbua Ngeve（DG）、Missé Christian（研究者、元 JICA 研修員）（局長、職員 2 名） 
議事内容 
・ 西牧：試験圃場、展示圃場の設置が必要である旨を説明。IRAD の敷地に圃場設置が可能かどうか

質問。 
・ DG/IRAD：IRAD の敷地内に圃場を設置する場所はある。圃場設置は問題ない。 
・ 西牧：プロジェクトは MINADER との協力関係の下、実施されるが、専門家と IRAD 研究者の協

働も必要である旨説明。 
・ DG/IRAD：研究者との共同はまったく問題ない。必要な協力、支援は惜しまない。 
 
日時：6 月 15 日 14：00－14：40 Direction de recherche scientifique／IRAD 
参加者：JICA 西牧、三宅 ／ MINADER ONDOA 

先方 Mala Dorothy、Missé Christian（研究者、元 JICA 研修員） 

６．主要面談者議事録（調査団本隊） 
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議事内容 
・ 西牧／三宅：陸稲にかかわる IRAD の研究施設について質問。 
・ Mala Dorothy、Missé Christian：南部方面では、Barom bi-kang と、Nkolbisson の 2 箇所の station で、

稲作にかかわる取り組みを行っている。ほか、3 箇所の station（Bertoua, Meyomessda,Nkoemvone）
では稲作の取り組みは行っていないが、周辺農民が陸稲栽培を行っている。そのほか、Nkolbisson
とクンバレで種子生産が行われている。 

・ 西牧：これまでの取り組みで、特定された導入・普及すべきネリカ品種はあるか。 
・ Mala Dorothy、Missé Christian：プロジェクト・ネリカの PVS により、ネリカ 3、8、14、18 が選定

されている。ネリカ以外に、TOX 品種や、IRAD-1-1-2 が選定されている。 
・ 西牧：IRAD の稲作研究者は何人いるか。 
・ Mala Dorothy：全国に散らばっているが、20 人以上の研究者がいる。 
・ Mala Dorothy：種子生産に関しては、日本の資金による FAO の支援が行われている。また、WARDA

からの支援がある。 
・ 西牧：IRAD には稲作研究にかかわる設備は整っているか。 
・ Mala Dorothy：十分な設備はない。 
 
日時：6 月 15 日 15:20－16：00  Chef de division de la Coopération Scientifique et Technique／IMINRESI 
参加者： JICA 西牧、三宅 ／ MINADER ONDOA 

先方 DONGMO Thomas（Chef de division de la Coopération Scientifique et Technique） 
MANGA BELA Laurent（Conseiller Technique No2） 
Ndongo Beusto（Represantant MINRESI  Comité pilotage NRDS） 

議事内容 
・ DONGMO Thomas：これまで日本の支援を受け、研修員もいる。過去の稲作分野の研修員リスト

を作成し、実施予定のプロジェクトでも、それらの人材を活用すべきことを提案。稲作の振興に、

普及は重要であるが、実際には多くの農民が陸稲栽培を行っている。しかし、生産された米は自

家消費に充てられ、流通していない。普及による新たな品種の導入等も必要だが、生産後の収穫

後処理に困難を抱える。また、販売部分の促進も必要。たとえば Tonga では生産が行われている

が、収穫後処理に問題を抱える。 
・ 西牧：カメルーンの米消費は、年間 40 万ｔに達し、それに対し、国内生産は 5 万 t 程度に低迷し

ている。またその内の 4 万ｔが灌漑地区での生産であり、陸稲栽培は 1 万ｔ程度である（陸稲栽

培を振興すべき）。本調査では現地踏査も予定されており、現場を見て、また、補足情報を収集

した上で、協議してプロジェクトの内容は決定する。 
 
日時：6 月 15 日 16:30－17：00  Delegation de la Region du Centre 
参加者：JICA 西牧、三宅 ／ MINADER ONDOA 

先方 MBOLO Gabriel （Délégué Regional d’Agriculture du Centre） 
議事内容 
・ MBOLO Gabriel：現地では、現在、畑の準備段階であり、稲作栽培の現場は見られない。Makénéné

と Ngoumou の両方を 1 日で回るのは難しい。Ngoumou では、種子生産を行っている。 
・ MBOLO Gabriel：ONDOA 氏より依頼された気象関係の情報（気温、湿度、降雨量）を入手。 
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日時：6 月 16 日（水）8:00－17：00   
訪問先：Délégation Départemental du  
参加者/面会者：JICA 西牧、三宅 

ONDOA Manga（DEPC/MINADER） 
MBOOH BASSIA Aser（DRADER/Centre, Chef de Service du Développement Agricole） 
ANANGA MESSINA Clémentine（Délégué du Délégation Départemental de l’Agriculture de 
Mbamu et Inoubou） 
Tchinda Kuete（Délégation d’arrondissement de Makénéné） 
Tadingtsa Lem（AVZ） 
NGOUNE LAH Pascal（AVZ Nyokon） 
生産者 2 名（稲作生産者 Fédération 関係者、内 1 名はプロジェクトコーディネーター） 
Bamou Vincént de Poul（訪問先の畑の持ち主、Makénéné より約 10ｋｍ） 
NGAH Jean PAUL（Nyokon 村の精米所の経営者） 
NGOB Julienne Elise（市長助役） 
Heu Goup Jean（Makénéné の町の精米所の経営者、2 箇所のある内の大きい精米所） 
 

日程： 

 時間 場所 内容 備考 

 8:00 JICA 事務所 Yaoundé 発  

 8:00-9:30 （移動）  

① 9:30-10:00 Mbam et Inoubou 県農業局

（Bafia） 局長に面会／合流・同行  

 10:00-11:20 （移動）  

 11:20 Makénéné 郡農業局長、普及員、 
生産者２名が合流  

 11:20-11:30 （移動）  

② 11:30-12:30 
稲作サイト 

（Makénéné より Tonga 方面

に 10km） 

稲作サイト訪問 
生産者、普及員からの 

聞き取り 

播種前の圃場 
（トウモロコシ

の畑） 
 12:30-12:40 （移動）  

③ 12:40-13:00 Nyokon 村 
最寄の村の精米所での 

聞き取り 
精米小屋 

 13:00-13:10 （移動）  

④ 13:10-13:20 
市長 助役（生産者）の自宅

訪問 
稲作種子の確認（伝統的な

米、FAO 配布種子） 
 

 13:20-13:30 （移動）  

⑤ 13:30-13:50 Makénéné 精米所での聞き取り ２件ある内の 
１件 

 14:00-14:30 Makénéné 昼食  

 14:30-17:00 （移動）  

 17:00 JICA 事務所 Yaoundé 戻り  
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概要 
① Mbam et Inoubou 県農業局 局長面会 

－ 県局の職員数：51 名（郡の職員、ポスト配属の普及員を含む、全職員数） 
－ 普及員（AVZ）の配属実数は 23 名。ポスト数は 33（10 名の欠員）。 
－ 普及員は、稲作の研修等は受けておらず、実践を通して稲作について学んでいる。（正規の

研修なし。） 
－ 稲作技術は、昔から農民が実践してきた方法。 
－ 稲作技術の資料としては、IRAD 作成のものや、市販（CTA）のもの（fiche technique）が存

在。 
② 稲作サイト（Makénéné より Tonga 方面に 10km）訪問 

主に、2 名の普及員と、2 名の生産者より聞き取り。訪問サイトの畑の所有者は不在（聞き取り

前の出発直前に到着）。聞き取り内容は、次のとおり。 
－ 耕作形態はトウモロコシ＋米（時期をずらした混作）、または新規に開いた畑での米の単作

の 2 通り。 
－ トウモロコシは 3 月に播種し 8 月に収穫（収穫時、残渣を取り除く）。 
－ トウモロコシ畑の除草と残渣等の掃除（6 月）後、7 月にコメ播種、12 月に収穫（生育期間 5

～6 ヶ月）。 
－ コメは、概ね 10～15cm 間隔の散播（条播き等は行わない）。一箇所に 7（5～10）粒播く。 
－ 3～4 年の栽培後、休閑期間を 3 年置く。 
－ 肥料は入手できれば使用。入手できる場合、1ha あたり尿素 4 袋＊50kg、NPK（20-10-10）を

8 袋＊50kg、または、尿素 3 袋、NPK6 袋を使用。肥料価格（今年）は、尿素 14,500F/1 袋、

NPK16,500F/1 袋。 
－ 使用品種は、ローカル品種。正確な品種は不明。通称バンドゥンガ米（地名）。トンガの方

から入手されたらしいとのこと。（中国の支援時に導入された種子） 
－ コメの収穫量は、正確には不明。地域の平均収量は、800～1,000kg/ha。ある生産者の例では、

肥料を使用して 600kg/ha（12 袋＊50kg）。 
－ トウモロコシの収量は、1.6t/ha。 
－ 現地踏査に同行した 2 名の生産者はフェデラシオンの加盟者（内 1 名はコーディネーター。

フェデラシオンの名前は、FEDERATION DES UNIONS TRANSPARANTES）。地域のフェデ

ラシオンは 1 つだけ。フェデラシオン加盟者は 150 人、100ha の面積で陸稲稲作。フェデラ

シオンは、2010 年に設立。 
－ 陸稲稲作を行う農民は、フェデラシオン加盟者以外にも多く存在、人数は不明。 
－ 生産されたコメの主な使途は、自家消費。余った分を販売。 
－ コメの販売価格はこの時期で 600F/kg。ただし、季節によって変動（収穫期の 12 月～1 月に

最も安い：350～400F/kg）。販売方法は 1kg あたりか 200F/空き缶一杯。 
－ 精米はマケネネの町の精米所を利用。各世帯での臼＋杵での精米も行われている。 
－ 土地は各世帯がそれぞれに（相続して）持っている、新たな入植には貸し出すこともある。 

③Nyokon 村 精米所 訪問 
－ エンゲルバーグ式精米機。5 年前に導入（購入）。ここ 2 年間は、故障していない。 
－ 2 つの郡から農民が精米に来る。マケネネからも来る（精米の質が良いから、とのコメント）。 
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－ 精米能力は不明（との回答）、精米価格は、2400F/kg。 
－ やってくるのは生産者。精米の主な目的は自家消費。住民は輸入米も食べるが国産米を好む

傾向。 
－ 収益は少し儲かる程度（十分なコメがない、客がいない、稼働率が低い）。 

④Makénéné 精米所 訪問 
マケネネに 2 箇所ある精米所の内の 1 つ（もうひとつはより小さな精米機とのこと）。 
－ 精米能力は 100kg（1sack）/15 分。 
－ 12 月～3 月に客が集中（他の時期は客がいない）。繁忙期は、毎日 7：30～20：00 の間、稼

動。1 日で、50 袋＊100kg ほど精米。精米料金は、平均 1500F/kg。（時期による変動あり）。 
－ 精米に来るのは生産者（仲買商人等はいない）。目的は主に自家消費だが市場で売る人もい

る。ヤウンデへの流通はない。 
－ マケネネだけでなく、トンガやバフィアからも客が来る。 
－ 多少は儲けが出ている、とのこと。 
－ 精米機は 5 年前に導入（中国製、ラバーロール方式）。約 280 万 F で購入（バフサムの Agro-Mac

より購入。故障した場合、Agro-Mac の技術者に来てもらう（有料サービス）。 
－ ロール部分は、5 年間使用して 1 度交換。 
－ 持ち込まれるコメには異物（石）が混じっており、ふるいの部分が壊れる。 
－ 精米所のすぐ前でコメを売る女性あり。破砕米率 50％以上。1 缶 100F での販売。 

 
日時：6 月 17 日 11：00－12：30 Horizons Sud 事務所 （ヤウンデ Bastos） 
参加者：Horizon Sud 代表 Elissar Wolber 、他 3 名  

調査団 西牧、三宅 ／ DEPC/MINADER ONDOA、VUNDI 
議事内容 
・ ONDOA、西牧：冒頭、調査団の目的、背景等を説明。当該 NGO との連携も希望する旨を説明。 
・ Wolber： 2010 年 3 月より、中央州、南部州、東部州の 3 州で、陸稲振興の活動を開始。GIC と

して組織された農民を対象とした契約（1 年、2 期作分）を交わし、まず、稲作の研修を行う。

契約した GIC は、研修（第 1 期の耕作）により得られたコメの 90％を NGO に納め、10％が NGO
の取り分となる。1 回目の耕作は各 GIC が 100 ㎡にて研修として稲作（コメ単作）を実施、2 期

作目は各自で畑を用意して稲作を行うが、種子・肥料・農薬は NGO が提供、生産米を NGO が

買い取り（価格は両者の交渉）。以降の耕作（3 期目以降）は、別の契約を NGO－GIC 間で結ぶ

予定。2010 年の 3 月から 1 作目の研修としての稲作を開始、8 月半ばに収穫予定（したがって、

収量は未だ不明、品種は NERICA3 を使用）。6 月現在、開花期を迎えている。基本的に年 2 回

の稲作のみ実施の耕作体系（コメ 2 期作、施肥・農薬散布あり）。1ha あたりの施肥量は、新し

く開いた畑では、尿素 1 袋＊50kg＋NPK（20-10-10）2 袋＊50kg、継続して耕作している畑では、

尿素 2 袋＊50kg＋NPK（20-10-10）4 袋＊50kg。現在のところ、1200 の GIC と契約し、120ha で

研修を行っている。参加 GIC の規模は 8 人～20 人／GIC。将来的には、6000～7000 の GIC との

契約を目指す。これまでのところ、南部州でのみ 1200 の GIC と活動を開始（中央州、東部州は、

今後、活動開始）。参加している農民は、基本的に稲作の経験はない。サンメリマの農業学校の

生徒と連携した稲作も実施。2～3 年後に、22,500ｔ／年の生産を目指す（研修した農家の 20％が

継続という仮定）。 
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・ 西牧：JICA 支援のウガンダの例では、無施肥での栽培を推奨している。貧困農民は必ずしも肥

料を入手できないため、持続性の観点から、無施肥の稲作振興が望ましいと思われる。 
・ Wolber：NGO の活動に対する資金支援なしで独自予算で活動実施。営利目的の活動ではないが、

将来的に利益を得ることを期待。買い取られたコメは、ビスケットやパンに加工する予定、Olis.SA
というブランドが既にある。ちなみに、現在の研修費用は、350,000F／GIC（全体としてはこの

1200 倍）。 
・ Wolber：カメルーンのトウモロコシ栽培では、道路状態が悪く、生産地へのアクセスが悪く、生

産物の買い手がいない。結果、自家消費となる。カカオやコーヒーについては、さまざまな支援

がなされているが、この NGO はコメを支援。2008 年の食糧危機以降、コメ生産への関心が高ま

っており、そうした背景もコメ生産支援の背景の一つ。 
・ 西牧：NGO の活動において、今後、稲作を継続すると、病害虫の問題も発生すると思われるが、

対応可能か。IRAD との連携も行っていると思われるが、技術的な問題はないか。 
・ Wolber：NGO が雇用する農業技術者がおり、その技術者が IRAD との連携を担っている。実際

には、IRAD の職員は忙しく、あまり支援を仰げないため、専属の技術者が担当している（当該

技術者は、2008 年から 3 年間の稲作研修を受け、Ndop での試験栽培やプロジェクト・ネリカの

取り組みに参加している）。 
・ 西牧：JICA プロジェクトの開始後、連携した活動を行うことを期待する。 
 
日時：6 月 17 日 13：30－14：00 MINADER 
参加者：MINADER ANANGA MESSINA Clémentine  

（Ministre Déléguée auprès du Vice Premier Ministre, MINADER） 
調査団 西牧、三宅 ／ DEPC/MINADER ONDOA、VUNDI 

議事内容 
・ 西牧：冒頭、調査団に表敬訪問の機会をいただいたことへの感謝、および日本の協力に対する理

解・協力に対し、感謝の辞を述べ、調査について説明。 
・ ANANGA：カメルーンの稲作振興は、政治的に重視されており、早急で具体的な取り組みが必

要。filière 支援に取り組む政治的な意志がある。稲作振興による貧困削減を目指す。コメは都市

部で多く消費されているが、今や米食は農村部にも浸透。しかし、主なコメ生産地の北部や西部

の灌漑地区と、大消費地のドゥアラ・ヤウンデは地理的に離れており国産米が届かない。本背景

から JICA に対してもコメバリューチェーン発展支援の要請がなされた。灌漑稲作は、相応の投

入や機材が必要であり、小農への普及が難しいが、陸稲栽培はそうではない。また、沿岸部・南

部の降雨が年に 2 度ある気候帯は、陸稲栽培のポテンシャルを有している。これらの地域では、

過去に低湿地での稲作が行われていたが、輸入米に対抗できず放置された経緯がある。JICA の

迅速な取り組みに期待している。稲作振興にあたっては、種子の管理も重要であり、大規模な種

子供給も重要な取り組みである。ネリカ種子の供給も必要であるが、IRAD の種子圃場の生産は

十分ではなく、種子生産の商業化も必要。種子生産への迅速な対策も必要。また、機材の不足も

深刻であり、収穫後処理の機材について、小規模で適切な機材の導入が必要。稲作振興の取り組

みにおいては、政府の強力な支援を約束する。カメルーンは、地理的に中央アフリカ・西アフリ

カの中心に位置し、地理的な面から、種子供給の中心となることも目指すべきと考えている。 
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日時：6 月 18 日（木）8:00－21：00   
訪問先：南部州 Ebolowa、および Sangmelima 周辺の NGO Horizon Sud（HS）関連の陸稲サイト 
（①HS 研修受講者-1、②HS 研修受講者-2、③HS 研修圃場（Sangmelima）、③HS 代表 Mme Wolber

の圃場） 
参加者/面会者：JICA 西牧、三宅／ONDOA Manga、Vundi Fidel Magloire （DEPC/MINADER） 

Elissar WOLBER（HS 代表）、HS 研修の受講者 2 名 
その他、HS 関係者 4 名（Yaoundé からの同行者 2 名、Ebolowa からの同行者 2 名） 

日程： 

 時間 場所 内容 備考 

 8:00 NGO Horison Sud 事務所 Yaoundé 発  

 8:00-10:40 （移動：Yaoundé→Ebolowa→近郊の陸稲サイト）  

① 10:40-11:10 
HS 研修受講者の稲作サイト

（Ebolowa より 22km） 
受講者による 

陸稲稲作サイト見学① 
 

 11:10-11:25 （移動：陸稲サイト間）  

② 11:25-11:50 
HS 研修受講者の稲作サイト

（Ebolowa より 22km） 
受講者による 

陸稲稲作サイト見学② 
 

 11:50-12:40 （移動：陸稲サイト→Ebolowa）  

 12:40-13:10 Ebolowa 
Ebolowa 戻り・昼食購入・

予定確認 
昼食は車中

（移動） 

 13:10-14:50 （移動：Ebolowa→Sangmelima サイト）  

③ 14:50-15:20 
HS研修サイト（研修参加GIC
の圃場） （Sangmelima 近郊）

HS 研修サイトの GIC 圃場

（30 グループ）見学 
精米小屋 

 15:20-14:30 （移動：Sangmerima→M.Wolber の村）  

④ 16:30-17:50 
HS 代表の M.Wolber の 

稲作サイト 
（徒歩移動片道 20 分） 

HS 代表の M.Wolber の 
稲作サイト見学 

山道＋ 
川を移動 

 17:50-21:00 （移動：M.Wolber の村→Yaoundé）  

 17:00 宿泊ホテル（Yaoundé） Yaoundé 戻り  

概要 
① HS 研修受講者の陸稲サイト訪問－1（耕作者は男性） 

5 月より開始された HS 研修を受講している GIC のメンバーの陸稲栽培サイトを訪問。HS の研修

は実施中であるが、既に独自の圃場を準備し、栽培に取り組む者がいるとのこと（Wolber 女史の話

では、7 名の研修参加者が既に開始している、とのことであるが、この数字の信憑性は少々怪しい。

7 箇所の研修圃場があるとのコメントもあり）。本圃場は、Ebolowa より 22km の場所。播種は 5
月（研修開始の直後？）。既に開花開始。所属 GIC と HS の契約により、種子（NERICA 3）、肥

料、農薬は、HS が提供。栽培方法は、HS の研修に沿っており、播種は条播、間隔は 15～20cm 過

密植（HS 関係者によると、研修内容が遵守されていない）。圃場の面積は、約 12mx10m。傾斜地。

隣がグリーンピースの畑で、周りにはマカボ等が植えられている。ハリネズミ等の害あり（食害で

はないが、苗が傷む）。圃場の場所により、生育のばらつきが大きく、葉色のバラつきも大きい（正
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確な理由は不明であるが、もともとの土地の肥沃度、肥料の撒き方、日当たり等に問題がある可能

性あり）。土地は、粘土質の赤土。肥沃土は低いと思われる。 
② HS 研修受講者の陸稲サイト訪問－２（耕作者は女性） 

－ 播種を 3 回に分けて実施（4 月 25 日、5 月 2 日、5 月末）。播種後 7 日目に NPK を施肥。 
－ 面積は、約 40m×12m 程度。 
－ 全体の生育がバラバラであり、隣あった列でも生育が異なる。3 回に分けた播種がプロット

ごとになっていない。その他、土地の肥沃度、肥料の撒き方に問題がある可能性あり。また、

使用された種子（IRAD から入手された種子を HS が供与）に問題がある可能性が高い（西牧

のコメント）。 
－ 開花している苗もあるが、稔実状態に問題あり。実が入っていない籾が多い。十分な収量が

得られない可能性が高い。密植傾向あり。 
－ HS 雇用の農業技術者のコメントでは、播種後、すぐに施肥していないことが問題とのこと（農

民は教えられた技術規範を守れていないと考えている）。 
③ HS 研修圃場（Sangmelima） 

－ 30 の GIC が本圃場で実践中。栽培は、HS が指導する栽培技術内容に沿って実施。 
－ 同様の圃場が現在 7 箇所あり、8 月半ばからの次期研修では、30 箇所に拡大予定とのこと。

継続される研修では、同じ圃場も継続して（他の GIC の研修に）利用される。 
－ 本圃場に隣接する農業技術学校の生徒と連携（生徒が作業に参加、モニタリング等を実施）。 
－ 土壌は有機質に富み、やや黒色で柔らかい（開いてから 1 回目の耕作と思われる） 
－ 圃場の状態は、GIC によってまちまち。 
－ 種子は、NERICA 3 のみ。 

④ HS 代表 Mme Wolber の圃場 
－ 舗装道路より 30 分弱車で入った場所にある集落から、さらに 20 分ほど歩いた場所。 
－ 面積約 1.5ha。主に NERICA 3 を栽培（ごく小区画で、他の NERICA も比較？栽培） 
－ 新たに開いた畑。40 人の人夫で開墾。10 人で栽培を行っている。 
－ Wolber 女史自身も、今回の栽培が初めて。 

⑤ その他 
－ HS の研修の栽培技術に関しては、WARDA 提供の技術資料がベースとなっている。 
－ HS の抱える農業技術者は 1 名のみ（特に現場経験はあまり豊富ではないと推測される）。 

 
日時：6 月 21 日 9：00－9：40  
参加者： 三宅 
面会者： FELICITAS ATANGA（Assistante du Représetant de la FAO） 
議事内容 
・ 現在 FAO は、稲作分野の取り組みは行っていない（ただし、植物防除のプロジェクトの一環に

コメ栽培も含まれる）が、FAO の取り組みは、先方政府要請に基づくため、特定分野への支援を

重視するような協力方針等はない（先方政府の要請次第）。 
・ 過去の稲作関連プロジェクトは、2005－2006 に実施された北部州での種子生産者育成の取り組み。 
・ 2008－2009 には、食料価格高騰に対する脆弱な人々への投入材供給プロジェクトにおいて、トウ

モロコシ、ソルゴー、ミレット、コメの種子を配布（本プロジェクトでは、牧畜分野のワクチン
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や薬等の配布も実施）。配られたコメの品種はローカル品種。 
・ ネリカ種子については、カメルーンでは導入前の試験段階にあり、現在、WARDA 支援において

栽培試験が行われており、まだ普及されていないと認識。 
・ 現在の農業分野で実施中の取り組みは、牧畜、魚養殖、政府の戦略策定（農業機械化の政策・戦

略策定）。 
・ 計画中の取組みは、植物防疫のプロジェクト（2010-2011 予定、全国対象）、牧畜資源関連のプ

ロジェクトの 2 つ。前者は現在プロドクを作成中、7 月に FAO 本部に申請される予定、後者は現

在、FAO 本部の承認待ち。 
・ PNSA への FAO の関与は、2007 年のプロドク作成の技術支援のみ。以降は「カ」国政府の取り

組みで FAO は関与していない。政府は 2007 年以降、本プログラム実施のための資金支援を探し

ている。 
・ カメルーンの CARD 取り組みについては、会合等に参加している。 
・ CAADP／NEPAD の進捗状況については情報なし。DEPC／MINADER の局長に照会すべき。 
 
日時：6 月 21 日 11：00－11：30  
参加者： 三宅 
面会者： Ousmane Seck（Cluster Leader for Sustainable Development - AFTAR） 
議事内容 
・ 世銀による現在の「カ」国農業分野取り組みは、PACA のみ。PACA では、6 つのバリューチェ

ーン（コーヒー、灌漑稲作、養鶏、養豚、プランテン、アブラヤシ、トウモロコシ）支援。2010
年開始、6 年の期間を予定。 

・ 灌漑稲作の支援については極北州（SEMRY、10,000ha）、西部州（1,000ha）での改修・新規整

備を行う。低湿地を含む陸稲への支援は予定なし（低湿地陸稲の支援は IFAD が実施予定）。 
・ 現在のところ、灌漑整備／改修のみを予定、JICA との連携は想定されないとのこと。 
・ CARD の取り組みについては、特に何も知らない（当人は、全く関知していない）。 
・ CAADP の取り組みについても、関知していない（MINADER に照会せよ、とのこと）。 
 
日時：6 月 21 日 14：00－14：30  
参加者： 三宅 
面会者： MOUSSA SANWARD（Direction des Affaires Générales / NRDS の商業省の担当） 
議事内容 
・ 国産米の国内流通に向けた動きとして、Yagoua に精米所を設置し、極北州からヤウンデにコメ

を運び、販売する会社が設立されたとのこと（しかし、規模は未だ小さいとのこと）。当該業者

の連絡先は次の通り： 
会社名：SCPR、代表者：Abdoulrahmane ZILBINKAÏ 

 
日時：6 月 21 日 15：00－15：30  
参加者： 三宅 
同行者： M.ONDOA（DEPC/MINADER） 
面会者：MBARGA BIHINA Valentin （ Directeur/Direction de Commerce Intérieur / MINCOMMERCE ） 
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議事内容 
・ 特にコメ流通のための法規はない、自由な流通・販売が可能。販売には事業ごとに、輸入者、卸

売業者、小売業者としての登録が必要、ただし、複数について同時に登録することも可能。 
・ 輸入米は 2 年前より価格統制実施、半年に一度の会合で価格決定。次回協議は 6 月 30 日に予定。 
・ コメは主に都市部で流通しているが、価格の安い破砕米が好まれる傾向（局長の考えでは価格が

重要）。 
・ コメの輸入は 50,000ｔ／年に達し、国内稲作振興が課題。国内の精米事業が不十分であり、国産

米の国外流出の原因の 1 つとなっている。稲作振興の必要性は政府に認識されているが、精米事

業は民間の投資に期待されている。 
・ コメ輸入の統計情報は、関税局（Division statistique de la Douane）に照会すべき。 
・ 輸入米の流通について、公式に規定された流通経路（段階）は、輸入業者－卸売り業者－小売業

者（－消費者）の 3 段階（登録制）、しかし実際には多くの業者が介入し一例では 7 段階の介入

者を経て消費者に至る。多くの業者を介することで末端価格が高くなる。 
・ 4 つの主な輸入業者：（1）SOACAM（カメルーン企業）、（2）OLAM/CAM（シンガポール企

業）（3）CIMED、（4）LD International の 4 つが挙げられる（上位 3 つの企業の連絡先を入手）。 
・ 卸売業者については、輸入業者に確認すれば取引先のリストが得られる。それほど重要な情報で

はないため、教えてもらえる。もし輸入業者が拒否した場合には、局長の口利きでリストを依頼

（局長コメント）。 
・ 精米業者は存在しない（Yagoua に新しくできた業者がいるが他にはいない）。少なくとも、中

央州、南部州、東部州にはいない。 
・ 輸入業者の団体（Association des importateurs）が存在する。上記輸入業者の SOACAM 社長が、

この団体の代表（Président）、SOACAM の社長に照会すれば情報を得られる。 
 
日時：6 月 21 日 16：00－16：45  
参加者： 三宅 ／ M.ONDOA（DEPC/MINADER） 
面会者： Boniface NGNIADO （ PNSA ナショナルコーディネーター ） 
議事内容 
・ 農村開発分野の戦略の複数の柱に対し、食料安全保障は横断的な取り組みであり、複数の省庁が

関わる省庁間運営委員会（Comité de Pilotage Interministriel）を設置済み、1 年に一度会合が開か

れる。 
・ PNSA ではあらゆる農業分野の生産改善に取り組み、コメに限らずさまざまな改良品種を普及。

特に食糧安全保障に貢献する作目や農業生産取り組みは、トウモロコシ、コメ、キャッサバ、小

規模な家畜飼育等。 
・ 主なアプローチは、CEP（Champ école paysans）。農産物の価格モニタリング等も行う。 
・ 2003－2005 年に中央州、アダマウア州、北部州で FAO の技術支援・BAD の資金支援の下、パイ

ロットフェーズを実施。2006 年を移行期間と位置づけたが、2007 年以降、外部からの資金支援

が得られず、支援先を探す状況が続く。しかし、2009 年 1 月に政府の政令（Décret）により政府

資金による実施を決定、2011 年 1 月からの開始を予定。並行して資金支援先を探しており、アグ

ラや JICA にも支援要請の書面を送付済み。2008－2009 に（PNSA に組み込まれた）FAO の取り

組み IFSP（Initiative contre flambée des prix 価格高騰対策イニシアチブ）により、トウモロコシ・
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コメの種子、肥料、家畜飼育関連の投入資材が配布された。コメ種子はローカル品種（品種名は

不明）と NERICA 種子（詳細は不明）を配布。 
・ 稲作についてはパイロットフェーズでの取り組みで技術マニュアルを策定済み（施肥量の資料）。 
・ 農業普及取り組みは、MINADER の普及員を通して行う。活動に当たり、AVZ に対し研修を実施。

研修は、IRAD の技術者が行う予定、可能であれば、南南協力の専門家派遣も検討する。種子は

IRAD の種子（semence de base）、CEP における農民自身による種子生産を行う予定。 
 
日時：6 月 22 日 10：00－11：30  
参加者： 三宅 ／ M.ONDOA（DEPC/MINADER） 
面会者： Djoumessi Jean Claude（Directeur/DOPA / MINADER） 

DOUADJE MAHAMA（Chef de service de vulgarisation agricole SDVA/DOPA/MINADER） 
議事内容 
・ JICA の技術協力プロジェクトについて説明。 
・ JICA 提案のプロジェクト（3 年、普及中心、1 年目に普及技術・普及種子を特定）説明、プロジ

ェクト実施における試験圃場・展示圃場を IRAD ヤウンデに設置予定であることを説明、理解を

得た。IRAD への圃場設置は普及開始前の段階で研究に属するという点で先方は了解。3 年とい

う期間について、まず生産基盤を作る普及取り組みを中心とし、現時点では収穫後処理、マーケ

ティングについて活動設計が難しいことを説明し、3 年という期間について了解を得た。ただし、

陸稲普及の取り組みの継続が必要である点について、双方の見解は一致（必ずしも JICA が行う

わけではない）。 
・ 先方の主張する普及手法は CEP（農民参加型・ファーマーズスクール）であったが、ウガンダで

の例（毎月の栽培により、一度に成長段階を確認することができ、栽培段階ごとの状況を学べる

手法）を説明。栽培試験と研修用の展示圃場が一連の流れとなることを説明し了解を得た。 
・ 普及員の配置状況について、資料の提供を依頼。普及員については、昨年より新規雇用を開始、

人員が補填される傾向、心配扶養とのコメントが局長よりあった。 
・ 普及員の移動手段のバイク等についても昨年より補強、普及強化の政府の意思は明確とのコメン

トあり。普及員の配置状況とともに機材の強化状況についての資料提供を依頼。 
・ 普及員の直接の監督は郡レベルの地方局が担う。県・州・中央レベルの農業局は下位レベルの農

業局を監督、普及すべき研究成果や新たな技術、改良品種や優良種子等がカスケード方式で伝え

られる。 
・ 普及員の日常の普及・技術支援活動は、①巡回（少なくとも 8 つの生産者グループに対し、それ

ぞれ月 2 回以上の訪問が義務）、②農民の要求に基づく技術支援（技術支援依頼への対応）、の

2 種類。 
 
日時：6 月 22 日 12：00－12：30  
参加者： 三宅 ／ M.ONDOA（DEPC/MINADER） 
面会者： Mme Christine PEDHOM（Chef de la Sous Direction de semences et plants） 
議事内容 
・ DDA 局長が出張中のため替わりに訪問。種子関連情報（認証、登録種子情報等）について質問。 
・ 当該部署は保証種子生産の技術指導を担い、認証システムや登録種子（リスト）の情報はない。
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「カ」国の種子は法令で定められている。資料として法令ハンドブックを受領。登録種子リスト

の提供を依頼。 
・ 種子の登録手続きについては、法令の中に定められている。 
・ 種子生産の技術標準が存在（後日、提供を受け入手）。 
・ プロジェクトで使用する種子は、当該部局に依頼すれば圃場レベルの監査を行う。当該部局との

連携により、プロジェクトで生産した種子を配布しても問題ない（保証種子として配布可能）。 
・ 原種種子は基本的に IRAD が生産。公式には、IRAD の生産する原種種子により生産された種子

のみが流通するはずであるが、国外からの原種種子入手も可能、限定はされていない。IRAD の

種子についても、認証手続きは MINADER が担う。 
・ かつては政府が種子生産圃場を運営、現在は民間の種子生産者（IRAD の原種種子を入手し種子

生産）。 
・ コメの種子生産は、北部方面で行われている。 
・ 種子の生産者のリストも存在。コメ種子生産者リストについて提供依頼（後日受け取り）。 
 
日時：6 月 22 日 10：00－11：30  
参加者： 三宅団員 ／ M.ONDOA（DEPC/MINADER） 
面会者： Moubitang Pierre Paul（Président de l'Association SAVE AFRICA） 
 MOUTONGO Marguèute（S.G de l'Association SAVE AFRICA） 
議事内容 
・ プロジェクトネリカにおいて形成されたコメバリューチェーンプラットフォームにおいて、

Secretaire Animateur を務める M.Moubitang より聞き取り（しかし、先方は当該 Association の活動

を説明･･･）。 
・ 本 Association は、Bafia で活動、2007 年、2008 年に低湿地稲作実施、2009 年に Lancement de projet 

d’urgence で配布された NRICA 3 種子（IRAD 供給）を用い天水陸稲栽培を実施（2009 年は低湿

地稲作は未実施）。しかし、播種時期が遅れ、12ha の耕作面積に対しほとんど収穫なし（150kg）。
2010 年も陸稲稲作を継続、遅くとも 7 月末には播種予定（このタイミングであれば、降雨は問題

ないと認識）。 
・ 陸稲栽培についての十分な知識を有さない。試行錯誤。なお、M.Moubitan は、2009 年 5 月に

WARDA の研修（実質の技術研修は 3 日ほど）を受講、その時の研修内容を参考にしている。そ

の他の技術参照としては、CTA Spore の技術ハンドブックがあるとのこと（当該組織に照会すれ

ば、無料で入手可能とのこと）。知識がないため（？）、全てが手作業（脱穀も手でむしり取っ

ている）。 
・ 2009 年の稲作実施に用いた種子は IRAD の原種種子であり、種子生産として栽培実施、MINADER

の監督部署の圃場検査も受けた。化学肥料は使用せず、有機質肥料のみ投入。新たに開いた圃場

で栽培。 
・ なお、2007 年、2008 年の低湿地稲作に用いた種子は、Ndop と Ngoumou の種子を購入。Ndop の

種子は、Tox3145 であり、Ngoumou の種子は名称不明のローカル品種とのこと。 
・ 陸稲は重要と認識。低湿地稲作に対する陸稲の長所は、次のように考えている。 

天水に頼る（経験的に降雨で十分と考える）、長靴が不要（低湿地では必ず必要、と考えてい

る）、低湿地では人を襲う虫が多い、低湿地は場所が限られるが陸稲はどこでも可能。一般に
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低湿地は居住地から遠い。低湿地は雑草が多く除草がたいへん。 
・ 生産者は、稲作導入に積極的で、主に自給用として稲作導入を志向（と考えている）。 
・ 稲作栽培技術については、ラジオ放送や TV 番組（CRTV Verte Campagne）でも普及されている。 
・ ネリカプロジェクトのプラットフォームは IRAD、NGO、生産者、流通業者、金融関係者等から

構成（流通業者のリストもあるとのことであったが、結局、提供なし）。 
・ 男性は、カカオ等の換金作物栽培を行っている。カカオ栽培実践は 3～5ha/人程度の栽培面積が

あり、500,000F/ha・年の収入が得られる。稲作はカカオ等の栽培を行わない女性の関心を引く。 
・ 土地の保有状況について、中央州、南部州、東部州では（一般に）土地が余っている。住民は自

分の土地の登録を行っていないが、それぞれが保有する土地を認識。使用されていない土地は原

則、国の保有地であるが、新たに（勝手に？）開発することができ、容易に入手することができ

る。 
 
日時：6 月 23 日 14：30－15：20  
参加者： 三宅団員 ／ M.ONDOA（DEPC/MINADER） 
面会者： ①AISSY TIMOTHEE （Directeur de la DESA/MINADER） 
 ②TABOUE Lyselts（CEA1 CIAR/DESA/MINADER） 
議事内容 
① 農業省の統計情報について、一般に農民は自身の農業実践の情報をもたないことから、農業統計

は主に聞き取り情報から構成されるとのこと、正確さに欠ける点に留意すべきとの説明あり。中

央州、南部州、東部州ではかつて、伝統的なコメ生産が行われていたが、輸入米に駆逐されたと

のこと（収穫後処理の機材がないことで、処理の手間が大変だったため）。しかし、かつてのト

ウモロコシのように（新たに導入されて）普及される可能性は大きいと考えている。 
② DESA 局長のコメントに従い、CIAR／DESA を訪問し、気象情報の提供を依頼したが、農業省レ

ベルでは、（中央州、南部州、東部州の）気象情報がない。一般に、これら 3 州は気候的に恵ま

れるため、厳密な情報収集が行われていないとのこと（気候的に厳しい、北部方面ではしっかり

データが取られている）。どうしても必要な場合には、運輸省気象局に照会する必要がある（デ

ータはおそらく有料）。 
 
日時：6 月 23 日 ①16：10－17：00、②17：10－17：20、 ③17：20－17：40 
参加者： 三宅 ／ M.ONDOA（DEPC/MINADER） 
面会者： ①Mme Dorothy ②WOIN Noe（DGA de l'IRAD）表敬 ③IRAD の圃場訪問 
議事内容 
① Mme Mala Dorothy より情報収集 
・ 2010 年 7 月末よりコメ加工取組み開始、パーボイルド加工、脱粒機材、脱穀機材等を導入予定。 
・ IRAD には稲作のためのラボは無い（他の作目、土壌等の特定分野のラボを借りて使用）。 
② IRAD DGA 表敬 
③ IRAD 圃場訪問 
・ 確認された圃場は、NERICA 3、NERICA 13、NERICA 8。どの畑も十分手入れされておらず、雑

草が生え、鳥の被害がひどい。資金不足のため、人を雇うことができず、人手不足の結果、放置

とのこと。 
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・ 圃場は、低湿地に近い状態（場所により水がたまる）。 
・ 資金提供ごとの 2 種類の原種種子生産あり。 

（１）日本（CARD）の資金支援の Lancement de projet d’urgence の圃場 
（プロジェクトでの種子配布のための原種種子生産） 
NERICA-L56 （低湿地）、NERICA-L60 （低湿地）、NERICA-3 （陸稲）、NERICA-2 （陸

稲）、Tox 
（２）HIPC 資金での種子生産圃：希望者（種子生産者）に一般販売。NERICA-3 は既に完売。 

NERICA-L56 （低湿地）、NERICA-L60 （低湿地）、NERICA-3 （陸稲） 
・ NERICA 8 の圃場もあったが、上記の理由により放棄。 
 
日時：6 月 24 日（木）8:30－15：30   
訪問先：中央州 Mefou et Akono 県 Akono 郡 Ngoumou 
参加者/面会者：JICA 三宅 ／ ONDOA Manga （DEPC/MINADER） 

NOMO NOMO ARMAND Rubeu （ Chef de Section Départementale de Mefou et 
Akono/MINADER） 
その他、生産者 11 名（陸稲稲作サイト） 

日程： 

 時間 場所 内容 備考 

 8:30 MINADER Yaoundé 発  

 8:30-9:40 （移動：Yaoundé→Ngoumou→陸稲サイト）  

① 9:40-10:30 稲作サイト① 陸稲稲作サイト見学①  

 10:30-10:45 （移動：陸稲サイト間）  

② 10:45-11:05 稲作サイト② 陸稲稲作サイト見学②  

 11: 05-11:15 （移動：陸稲サイト間）  

③ 11:15-11:40 稲作サイト③ 陸稲稲作サイト見学③ 
昼食は車中 
（移動） 

 11:40-12:20 （移動：陸稲サイト間）  

④ 12:20-13:00 稲作サイト④ 陸稲稲作サイト見学④ 精米小屋 

 13:00-13:20 （移動：陸稲サイト間）  

⑤ 13:20-13:30 稲作サイト⑤ 陸稲稲作サイト見学⑤ 山道＋川を移動

 13:30-13:40 （移動：陸稲サイト間）  

⑥ 13:40-14:10 稲作サイト⑥ 陸稲稲作サイト見学⑥  

 14:10-14:25 （移動：陸稲サイト間）  

⑦ 14:25-14:50 稲作サイト⑦ 陸稲稲作サイト見学⑦  

 14:50-15:30 Ngoumou→Yaoundé Yaoundé 戻り  

 
概要 
・ Départementale de Mefou et Akono では、MINADER 県 Délégation が IRAD より陸稲種子（2009 年

NERICA 2、2010 年 NERICA 3）入手、稲作に関心のある個人農民・GIC に配布、陸稲稲作普及の



－86－ 

取り組みを実施。県局の取り組みは種子の提供（1 人 15kg）、栽培技術書（Fiche Technique）提供、

可能な範囲での AVZ（の巡回）の技術指導のみ。栽培技術は県局と IRAD で作成。基本的に無施

肥、新たに開いた畑（休閑畑含む）1 作目のみの陸稲栽培を推奨。播種は条播き、25cm×15cm 間

隔、1 箇所に 3～4 粒の播種、薄播き推奨。一人への配布種子量が少なく、実際に低密度の播種が

実現（25kg/ha の播種量を指導）。県の取り組みにより 40 箇所ほどの圃場に陸稲栽培が拡大。2010
年は 4 月 5 日に種子配布。以下、聞き取り内容 

① 2009 年開始の男性（Amougou Yeam Baptiste） 
 2010 年の圃場は傾斜地。1 人で耕作。約 0.75ha。種子は 20～22kg 程度を播種。NERICA3 使用。

紐を使い条播。無施肥。開いて初めての耕作。陸稲栽培開始は子どもがコメを食べたがるため、

自給用、余れば売る。村でも輸入米購入は可能、自分で作った米（NERICA）のほうが美味しい

と感じている。新規稲作希望の農家は多い。種子（収穫した籾）を分けて欲しいと言ってくる農

家は多い。課題は収穫後処理機械が無いこと。現在は全て手作業での脱穀、精米。複数の作目の

耕作、稲作はそのうちの一つ。実践している食料作物は、マニョック、落花生、トウモロコシ、

プランテンバナナ、インニャム、この順番で重要視。カカオが換金作物として重要、カカオ栽培

は男性のみ。女性は食料作物を栽培するためコメへの関心が高い。農民・AVZ ともに（陸稲）

陸稲について学ぶ機会なし、知識があるものはいない。耕作体系は、1 年の稲作、1 年目から稲

とマニョック等組合わせ、2 年目はマニョック等のみを予定。その後は 3～4 年の休閑。土地は、

親類に頼んで使わせてもらっている、無料。2010 年は、4 月 8 日～22 日の間に播種（畑を開きな

がら、順次播種）。 
② 2010 年開始の女性耕作者（TSOUNGUI Marie Brigitte、元地方農業局職員（定年退職者）） 
 2010 年から稲作開始。これまでのところ、15kg 配布を受けたうちの 3kg のみ播種、播種は 3～4

粒ずつ（指導どおり）（注；基本的な技術内容はどの圃場でも指導通り）。面積は約 0.2ha。播

種は、4 月 18 日～6 月 4 日の間に複数回。化学肥料使用、リン酸肥料と尿素、散布は夫がした（正

確な量は不明、tasse2 杯）。 
 除草は 2 回実施（これも指導どおり）。子ども（といっても、成人前程度の子ども）と夫の手伝

いを受けながら実施。陸稲栽培前は、休閑地。 
③ GIC の圃場（16 人の男女から構成されるグループ、グループ名は GIC Agro-Pastoral） 
 休閑後の 1 回目の耕作で陸稲栽培。無施肥。生育のばらつき（特に葉色）大。無施肥は金がない

ため。この地域の肥料価格は、尿素、NPK ともに 16,500F/50kg。2009 年に稲作を始めた GIC の

圃場を見て、この GIC も陸稲栽培を開始（2010 年から）。 
④ GIC の圃場（13 人の男女（女性は 3 人）から構成されるグループ） 
 2009 年に NERICA 2、2010 年は（昨年収穫したものを種子として使用した）NERICA 2 と、新た

に配布された NERICA 3 を栽培（それぞれの畑は離れている）。2009 年は約 750 ㎡の面積で栽培、

800kg の収穫（聞き取り内容）。収穫物は今年の種子として使用している、種子を希望する（頼

んでくる）農民に無償で配布。販売も自家消費もしていない。収穫物が 150kg ほど残っている。

無施肥の栽培（2009 年、2010 年）。開いて 1 回目の耕作のみ。2010 年 NERICA2 は 2 月 15 日播

種。NERICA3 は、4 月 16 日播種。約 10.3ha。 
⑤ 2009 年から開始（グループ？ グループ名 PROVIMA 男性の名前は M. ONANA） 
 昨年の栽培ではこの男性の圃場が県局の展示（デモンストレーション）圃場として活用された（宣

伝・優良事例に用いられた）。2009 年の収穫は、約 0.4ha に対し約 1ｔとのこと。 
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⑥ 女性の圃場（Mawa Doula） 
 NERICA 2、NERICA 3 を栽培。急傾斜の圃場。子どもが米食を好む。2 日一度は米食があるとの

こと。 
⑦ GIC（名称 Jouez avec nous）の圃場（GIC 代表者：ZOUQUEO FINJAP EMMANUEL）。 
 メンバー10 人の GIC。人を雇っての作業あり。陸稲稲作以外にトウモロコシ、落花生を 6ha で栽

培。陸稲栽培は 2010 年から、現在は 0.75ha ほど（目算）を耕作。稲作に強い関心。カメルーン

人はコメを多く消費するが輸入に頼っており、国内生産の強化が必要。種子は県局から入手。県

局の指導内容で栽培。 
 
日時：6 月 23 日 9：30－10：15 DEPC/MINADER 
参加者：JICA 三宅 
    先方 MVONDO NNA Patrick、Tobie ONDOA MANGA、Vundi Fidel Magloire 

（局長、職員 2 名） 
議事内容 
【技プロ、案件（案）の説明】 
・ JICA の技術協力プロジェクト、JICA の考える案件概要案について説明。プロジェクト実施時の

カメルーン側負担事項についてプロジェクト内容の議論の時点で詳細を話し合うことを説明。 
・ 特に C/P の選定、プロジェクト実施の担当機関について補足して説明。可能性として DEPC、ま

たは DOPA が考えられることを説明し、カメルーン側 C/P 機関選定を、次回調査までに進めても

らうことを依頼。 
【調査報告】 
・ 調査団覚書を手交し説明。調査団提案の C/P 機関 DEPC につき、問題ないとのコメントあり。 
・ プロジェクトの実施にあたっての IRAD ヤウンデ圃場にプロジェクト試験圃場等の設置をするこ

とにつき MINADER に IRAD と調整を依頼。問題ないとのコメント（書面を発し、了解を取ると

のこと）。 
・ プロジェクト実施にあたってのカメルーン側負担について、2011 年のできるだけ早い開始を目指

すための準備（主に予算措置の準備）を依頼。局長より、同席した 2 名の DEPC の職員に指示。

想定される予算措置はプロジェクト配置の C/P 人員の人件費（日本人専門家 2 名に対し、常勤 2
名を先方は希望、その他 MINADER 内の兼務職員配置）、プロジェクト事務所設置に関わる費用

を想定。 
・ その他、JICA 側提示内容は、局長として、パイロット的（小規模）との印象。 
 
日時：6 月 23 日 14：50－15：20 ヤウンデ SOACAM 事務所（En face Commissariat 6e à Etoudi） 
参加者： JICA 三宅  ／ Tobie ONDOA MANGA （DEPC/MINADER） 
 先方 Oumarou MALOUM （SOACAM DG） 
議事内容 
・ SOACAM はカメルーン人の輸入業者で、年間 2,000ｔを輸入。輸入先は、タイ、ベトナム、パキ

スタン、ビルマ、インド、中国。ドゥアラ、ヤウンデ、バフサム、バメンダ、ベルトゥア、ナグ

ンデレ、ガルア、マルーア、クセニ、ンジャメナ（チャド）に支店を有する。本部はヤウンデ。 
・ 顧客は、①一度の取引が 500－1,000ｔの顧客（卸売り業者、以下同様）、②100－250ｔの顧客、
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③100ｔ未満の小規模な顧客、の 3 段階に分けている。 
・ SOACAM としては国産米の流通にも関心はある。現状、生産量が少なく商売として成り立たない。

流通の上流部分（生産）が重要、事業展開を図るなら生産部分から関わる（その場合、灌漑整備

から）。 
・ 本部はドゥアラであるが、通常、DG はドゥアラにいるとのこと。 
・ ONDOA より、MINADER の NRDS 運営委員会の取り組みについて説明。運営委員会に、コメバ

リューチェーンの関係者としての参加を依頼。 
 
 
【第二次調査】 
 
日時：8 月 3 日 10：40－11：00 DEPC 局長室／MINADER 
場所：MINDADER DEPC 局長執務室 
参加者：調査団 星、望月、三宅、現地通訳 

DEPC／MINDER MVONDO 局長、ONDOA 
議事内容 
・ 局長：JICA のプロジェクトについて、大臣にも話はしている。本プロジェクトの後に、より大き

なプロジェクトの実現を期待している。調査の実施にあたり必要な MINDER からの支援や現地訪

問のための調整について、協力を惜しまない旨のコメントあり。 
・ 星：カメルーンでの JICA の技術協力（プロジェクト）は、本件が始めて、JICA の協力は世銀等

の資金協力とは異なり、in kind の支援が原則である旨を説明。 
・ 局長：R/D に関して、文書のサンプル（事例）を希望。なお、英文で作成するとのことであるが、

その場合も、「カ」国側として仏版を必要とするため、翻訳版を用意することになる（両方必要

となる）。 
・ 星：R/D のサンプルが必要な点については了解、後ほど提供。 
 
日時：8 月 3 日 14:20－14:40  
場所：IRAD 本部内 プロジェクト・ネリカ事務所 
参加者：調査団 星、惣慶、望月、三宅、通訳、 DEPC／MINDER ONDOA 氏 

IRAD プロジェクト・ネリカ コーディネーター ドロシー氏 
議事内容 
・ ドロシー氏：ネリカプロジェクトの説明。PVS の実施による品種選択、種子生産、コメの加工研

修等を実施。PVS の実施は、中央州、東部州、南部州では行われていない。 
・ ドロシー氏：JICA プロジェクトで設置予定の圃場について、ヤウンデ本部に隣接する IRAD 圃場

以外に候補地がある旨の説明あり（Mbam et Kim 県）。 
・ 星：JICA の支援は資金支援ではない旨を説明。 
・ 惣慶：プロジェクト・ネリカで加工の研修をしているが、問題はないか（作られるコメは主に自

家消費に用いられ、余剰分が販売されるが、生産量自体が少ないため）。 
・ ドロシー氏：北部方面や西部方面で作られたコメがあるが、その多くがナイジェリアに流出して

いる。 
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日時：8 月 3 日 14：40－15：30  
場所：IRAD 会議室（局長室の隣の部屋） 
参加者：調査団 星、惣慶、望月、三宅、通訳、  DEPC／MINDER ONDOA 氏 

IRAD プロジェクト・ネリカ コーディネーター ドロシー氏 
議事内容 
・ 望月：PVS で選択されたネリカについて、ネリカの何番が選ばれたのか。 
・ ドロシー：ネリカ 3 が普及品種に選ばれた。収量、栽培サイクル（早稲）の点が選ばれた理由。 
・ 惣慶：アフリカの他の国では、ネリカ 1、ネリカ 4 が選ばれることが多い。ネリカ 1 は香り米、

ネリカ 4 は IR 品種の特徴が出ていることが理由。カメルーンの場合はなぜ 3 なのか。 
・ ドロシー：収量と栽培サイクルがカメルーンの農民には合っていたということ。 
・ 星、惣慶：政府の肥料補助はどうなっているのか。 
・ オンドア：肥料（価格）に対し補助があるわけではない。作目ごとの優先度があり、特定の作物

を対象とする個別プロジェクトで補助価格の肥料が提供される。一例は綿花。価格補助された肥

料提供あり。綿花農家では裏作のコメ栽培の促進の話もある。 
 
日時：8 月 3 日 15：30－16：10  
場所：IRAD 会議室（局長室の隣の部屋） 
参加者：調査団 星、惣慶、望月、三宅、通訳、 DEPC／MINDER ONDOA 氏 

IRAD 局長、ドロシー氏 
議事内容 
・ 星：本プロジェクトの所管省庁・実施機関は MINADER であるが、協力機関として IRAD は重要。

プロジェクト圃場設置、研修実施における連携が必要。プロジェクト圃場の設置は、IRAD 本部の

隣接圃場以外の候補地がある旨を聞いている。 
・ 局長：カメルーンにおいて稲作は重要視されてきている。稲作の振興として、第 1 に栽培方法の

改善が必要、第 2 に品種改良や生産されたコメの加工等の取り組みを行っている。 
・ 星：IRAD の稲作関連人材はどれくらいいるのか。 
・ 局長：PhD レベルで 12 名。研究者としては 275 名等がいる。 
・ 三宅：種子生産のシステムについてうかがいたい。また、陸稲種子の場合はどうか。 
・ 局長：IRAD はブリーダー・シードを種子生産農家に供給。種子生産農家以下の認証取り組みにつ

いては MINADER が担当する。 
・ 局長、ドロシー：陸稲種子（ネリカ 3？）についても既に確立。 
・ 星：プロジェクト圃場設置について、もう一つの設置候補地について話を聞きたい。 
・ ドロシー：IRAD 本部に隣接する圃場は、雨季に冠水する。別の候補地を検討すべき。 
・ 局長：もう一つの候補地は、ヤウンデから 2 時間ほど。60ha の種子生産圃場。もともと国立種子

研究の圃場だったところ。圃場には囲いがあり、インフラも整備。ゲストハウスあり。 
・ 星：JICA の案件形成の過程として、調査を行い、調査の最後に協議議事録（ミニッツ）を結ぶ。

その後、JICA 内での検討･承認過程を経て、R/D を締結。R/D 締結にあたり、先方政府側の費用負

担を要求し、カウンターパートファンドの準備が必要となるが、カメルーンにおける予算準備の

手続きは、どのようになっているのか。 
・ 局長、オンドア：タイミング的に、年末に向け、これから策定手続きとなるため、予算積み立て
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に間に合う。 
 
日時：8 月 3 日 16：20－16：40 （圃場への移動 10 分 本部→圃場） 
場所：IRAD 圃場 
参加者：調査団 星、惣慶、望月、三宅、通訳、 DEPC／MINDER ONDOA 

IRAD ドロシー氏 
内容 
圃場を訪問し、稲作（ネリカ 8？）の跡地等を確認。稲作圃場は、PVS の圃場の跡地（鳥の害がひ

どく、一部が収穫後、放棄）。圃場作業員に確認したところ、9～11 月の雨季に冠水。ただし、全面

が冠するわけではなく、水の流れが生じる一部が冠水。 
・ ドロシー：展示圃場の設置は問題ない。冠水は一部であるから、試験圃場の設置も可能。 
・ 惣慶：圃場を設置する場合には、圃場までの道も整備（土盛り程度の整備）。展示圃場について

は、毎週播種（4 ヶ月＊4～5 週）。圃場設置は、当該箇所について土地高低の測量が必要。 
・ ドロシー：ネリカは、3 と 8 を普及品種として IRAD では決めている。 
・ 惣慶、星：試験圃場に関しても、プロジェクト期間中のみ使用。基本的な栽培技術の項目につい

て、その妥当性を示す（展示圃場的な役割）区画を設ける（たとえば、慣行の方法＋推奨される

内容の利点を極端に示す試験圃。たとえば 1 粒または 1 本植えとの比較。）。試験圃場を独自に

運営できる人材の育成には時間も手間もかかるため、本プロジェクト内では無理。試験圃場につ

いてもプロジェクト中のみの活用、試験自体（試験データ収集）が目的というよりも、試験によ

り比較を示す展示圃場的な位置づけ。 
・ 惣慶：展示効果では、①上手く行っている例、②その圃場によって栽培方法等の示したい内容が

伝わるような展示、の 2 段階。①は成功例を示すことで稲作への関心を喚起、②は改善を促すた

めの展示（展示圃場は農民の目に触れないと意味がないため、場所・時期が問題）。 
 
日時：8 月 4 日（水）8:00－19：00   
訪問先：Délégation Départemental du Mbam et Inoubou 

Makénéné 陸稲サイト（コーヒー・カフェ・コメフェデラシオン会員畑） 
参加者/面会者：JICA 星、惣慶、望月、三宅、通訳、 ONDOA Manga （DEPC/MINADER） 

MBOOH BASSIA Aser （DRADER/Centre, Chef de Service du Développement Agricole） 
ANANGA MESSINA Clémentine（Délégué du Délégation Départemental de l’Agriculture de 
Mbamu et Inoubou） 
Tchinda Kuete （Délégation d’arrondissement de Makénéné） 
Tadingtsa Lem （AVZ） 
NGOUNE LAH Pascal （AVZ Nyokon） 
生産者 2 名（稲作生産者 Fédération 関係者） 
Heu Goup Jean 氏 （Makénéné の町の精米所の経営者、2 箇所のある内の大きい精米所） 
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日程： 

 時間 場所 内容 備考 

 8:00 JICA 事務所 Yaoundé 発  

 8:00-10:10 （移動）  

① 10:10-10:30 
Mbam et Inoubou 県 
農業局（Bafia） 

局長に面会／合流・同行  

 10:30-11:30 （移動）  

 11:35（-11:45） Makénéné 
郡農業局長、普及員、 
生産者２名が合流 

 

 11:45-12:15 （移動、車＋徒歩 15 分）  

② 12:15-13:15 稲作サイト①（斜面）

12:15-12:25 滞在 

稲作サイト 
（小川の対岸、斜面）

12:40-12:50 滞在 

状態： 
播種後、発芽。 

 13:15-13:40 （移動）  

③ 13:40-14:30 
フェデラシオンの 

本部 
陸稲栽培農民からの 

聞き取り 
 

 14:30-15:30 （移動＋昼食休憩、Makénéné、市長の歓迎）  

④ 15:30-16:00 Makénéné 精米所訪問  

 16:00-19:05 （移動、ヤウンデ戻り）  

 19:05 Yaoundé 戻り（ホテル着）  

概要 
① Mbam et Inoubou 県農業局 局長面会 

・ 県局局長：Bafia での陸稲振興取り組み説明（過去の経緯）。支援はあったが、支援後は継続

されなかた t（雇用開発プロジェクト）、しかし、栽培を望む農民は多い。過去の取り組みで

は Bafia 以外にボキト、チンカネで陸稲栽培普及が行われた。陸稲はトンガ方面でより盛ん。

農民は稲作を導入したい、収穫後処理機材の導入が重要。稲作導入には換金作物としての導入

と、食糧安全保障改善の視点からの支援がある。 
② 稲作サイト訪問 
フェデラシオンメンバーの農民の陸稲サイトを訪問。聞き取り内容は、次のとおり。 

・ 日本の支援（補正予算、緊急支援）による種子配布（TOX 品種、写真参照）あり、それを利

用した栽培を開始 
・ TOX は水稲品種（Bas-fonds 向けの品種）だが IRAD が陸稲栽培でも OK を出したとのこと。 
・ （郡農業局長の話では）技術資料が無いが MINADER で新たに作ったものの提供を依頼して

いる。しかし、いまだに入手されていない（DDA 作成、FAO 支援の資料。） 
・ 2 つの畑を確認。どちらもフェデラシオンメンバーの個人が栽培。2 つ目の畑は 1 作目トマト

で、トマトの畝が残る状態で 2 作目陸稲。かなり貧弱。収量は低くなる模様（300kg 程度か）。 
・ 使用品種は、大まかには、ローカル品種と TOX とのこと、フェデラシオンで種子を配布し

ているが、未だ配布中とのこと、TOX では斜面での栽培は厳しい模様。 
③ フェデラシオンメンバー農民からの聞き取り  

・ 郡局長：マケネネ（郡）の人口 26,000 人、14,000 世帯とのコメント。稲作栽培に関心のある



－92－ 

ものは 2800 名いるとのこと（郡独自の調査結果の模様）。 
・ 郡局長など：コメの販売について、100kg サックの籾で、25,000～50,000F 程度の価格（もっと

も安い時期で、15,000F?）。 
・ 農民：ローカル品種は、もともと中国の援助で導入された品種が西部方面から伝わった。それ

を自家採取で利用。赤短粒（丸）、白短粒、白長粒の 3 種。生育期間は短粒 5 ヶ月、長粒 3 ヶ

月。品種は区別され、混合されていない。種子ごとの圃場で栽培しているとのこと。 
・ 郡局長など：精米方法は精米量による。量が多いときは、精米所を利用（有料）。少ないとき

は、人力で精米（自家精米）。精米所の精米料は 1000F/25kg。複数の精米所があり、精米の品

質の良い所が選ばれるが、収穫時期には精米するコメの量が多く、別の精米所も利用（農業局

員のコメントであり、農民のコメントではない）。 
・ 農民：肥料価格は、尿素 13,500F/sack、NPK（20－10－10）16,000F/Sack。それぞれ 2 袋と 3

袋が施用される。肥料の入手には Credit を利用（政府系とのこと。農業局か？）。 
・ 農民：動物の食害、特に鳥の害に対する対策について質問あり。惣慶団員より、さまざまな対

策があるが、決定的な対策は無い旨の説明あり。 
④ Makénéné 精米所 訪問（マケネネに 2 箇所ある内の、大きな精米機を保有する精米所） 

・ 精米能力は、100kg（1sack）/15 分、料金は、1500～2000F/100kg。精米の歩留まりは測ったこ

とがないのでわからない。 
・ 精米機の修理は、Agro-MAC のバフサム支店から技術者に来てもらう。費用は実費（技術者の

交通費・部品の代金）＋技術料。精米機は 5 年前に導入（ラバーロール方式）。 
 
日時：8 月 5 日（木）8:30－14：30   
訪問先：中央州 Mefou et Akono 県 Akono 郡 Ngoumou 
参加者/ 面会者：JICA 星、惣慶、望月、三宅、通訳 、 ONDOA Manga（DEPC/MINADER） 

MBOOH BASSIA Aser （DRADER/Centre, Chef de Service du Développement Agricole） 
NKOUNOU MARIE JEANNE （Superviseur Départemental PNVRA / Délégation Mefou et 
Aokono） 
NOMO NOMO ARMAND Rubeu（Chef de Section Départementale de Mefou et 
Akono/MINADER） 
M'Fou'ou ZANGA Felix（Chef de Brigade phytosanitaire Départementale de Mefou et 
Akono/MINADER） 
ETOGA MATHIEU（Délégué d'arrondissement d'agriculture de MBANKOMO） 
その他、現地の生産者（陸稲稲作サイト） 
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日程： 

 時間 場所 内容 備考 

 8:30 JICA 事務所 Yaoundé 発  

 8:30-9:50 （移動：Yaoundé→Ngoumou→Akono 郡役所）  

 9:50-10:00 Akono 郡長への挨拶 表敬訪問  

 10:00-10:15 （移動：陸稲サイトへ移動）  

① 10:15-10:35 稲作サイト① 陸稲稲作サイト見学① 第１次で訪問 

 10:35-10:50 （移動：陸稲サイト間）  

② 10:50-11:15 稲作サイト② 陸稲稲作サイト見学② 第１次で訪問 

 11: 15-11:25 （移動：陸稲サイト間）  

③ 11:25-11:50 稲作サイト③ 陸稲稲作サイト見学③ 第１次で訪問 

 11:50-12:15 昼食休憩  

 12:15-12:45 （移動：陸稲サイト間）  

④ 12:45-13:00 稲作サイト④ 陸稲稲作サイト見学④ 第１次で訪問 

 13:00-13:30 （移動：陸稲サイト間）  

⑤ 13:30-14:00 稲作サイト⑤ 陸稲稲作サイト見学⑤ 第１次で訪問 

 14:00-14:30 Ngoumou→Yaoundé Yaoundé 戻り  

概要 
Départementale de Mefou et Akono では、稲作に関心のある個人農民、および GIC に対し、IRAD が

陸稲普及の取り組みとして種子（2009 年 NERICA 2、2010 年 NERICA 3）を配布、種子配布後のフォ

ローを MINADER 県局（Délégation）が実施。取り組みは種子の提供（1 人 15kg）、及び栽培技術書

（Fiche Technique）の提供と、可能な範囲での AVZ（の巡回）による技術指導のみ。栽培技術は、県

局と IRAD で話し合って作成（不完全なものであることを県局も認識している）。基本的に無施肥、

新たに開いた畑（休閑畑含む）の 1 作目のみの栽培を推奨。播種は条播き 25cm×15cm 間隔、1 箇所

に 3～4 粒の播種、薄播き推奨。一人一人に配布する種子量が少なく、実際に薄播きが実現（25kg/ha
の播種量で指導）。県の取り組みにより、40 箇所ほどの圃場に拡大。2010 年は、4 月 5 日に種子が

配布された。以下、訪問した各圃場での聞き取り内容 
 
① 2009 年より開始した男性。（Amougou Yeam Baptiste） 

・ 4 月 5 日種子を受領、その後、5 月 8 日までに何度かに分けて播種。種子はネリカ 3。収穫は

まだ始。（惣慶：場所により異なるが既に収穫適期の部分あり、収穫まで 1 週間ほどの部分、

出穂から 3 週間弱の部分等あり） 
・ 無施肥で栽培。休閑明け 1 作目。段階的に播種、先に播種した部分は鳥害が著しい（惣慶：全

体では 2 割くらいの被害）。後から播種されて出穂を迎えている部分は鳥害がないことから、

時期的な鳥害の違いがあることが予想される。 
・ 収穫適期を把握できていない（穂の色が変わるのを待っているが収穫できる部分も多い）。 

② 2010 年に開始した女性耕作者（TSOUNGUI Marie Brigitte、元地方農業局職員（定年退職者）） 
・ 鳥害がひどく先に播種した部分はほぼ全滅。（後から播種した部分は、これから出穂） 

③ GIC の圃場（16 人の男女から構成されるグループ、グループ名は GIC Agro-Pastoral） 
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④ 4 箇所目の圃場 
⑤ GIC（名称 Jouez avec nous）の圃場（GIC 代表者：ZOUQUEO FINJAP EMMANUEL）。 

・ とうもろこし、大豆、タロ、キャッサバ等を広く開いた畑で栽培。その一部にコメを播種。 
・ 点播しているが播種の間隔はまちまち、整列もされていない。部分的に雑草がひどく繁茂、十

分に除草されていない。全体的に十分な手入れはされておらず、粗放的な栽培。 
・ 陸稲畑の前作は、とうもろこし（その前は休閑地）。土地はあまり肥沃ではない模様。 

 
日時：8 月 5 日 14：30－15：30  MBOOH 氏執務室 
場所：MBOOH 氏執務室／農業省中央州局 
参加者： 調査団 星、惣慶、望月、三宅、通訳、 DEPC／MINDER ONDOA 氏 
 MBOOH BASSIA Aser（DRADER/Centre, Chef de Service du Développement Agricole） 
議事内容 
・ MBOOH 氏：農業省中央州の地方局の普及システムの構造として、10 の県局があり、その下に 35

の郡局がある。県、郡の各地方局には、農業普及の Supervisor1 名がおり、その下に 4 つの部局（4
人の Chief of Unite）がある。郡の下に 245 に分割された普及地域（Zone）が設定されており、各

zone に普及員（AVZ）が一人配属されることになっている。 
・ 星：農業省地方局の予算システムは？ 
・ MBOOH 氏：州・県レベルの予算は MINADER と MINEPIA の中央各部局と同様に、翌年の予算

を申請、中央で MINADER・MINEPIA の予算としてとりまとめ、配布を行う。郡以下は、県にぶ

ら下がる形。普及システムは、かつての世銀の普及システム改革のプロジェクト（PNVRA）が継

続。2004 年までは世銀の金（IDA、IFAD）、2005 年以降はカメルーン政府の予算で継続。農業普

及予算は MINADER が 75％、MINEPIA が 25％を負担することになっているが実際の比率はそう

ではない。現場普及員の所属先もこの割合となっている（75％が MINADER、25％が MINEPIA）。 
・ 星：普及取り組みにおける IRAD との連携関係は？ 
・ MBOOH 氏、ONDOA 氏：緩い連携関係。10 月･11 月に予算と活動計画を立て、研修講師等とし

て IRAD の支援を仰ぐが講師謝礼等の支払いができないのが実状（連携できていない）。 
・ 星：本日訪問した Ngoumou の取り組みはどのように行われているのか。 
・ MBOOH 氏：IRAD が種子を無料で提供、農民に対しては IRAD から直接配布。県農業局は、配布

後の技術支援等を担うが、農民、普及員とも陸稲栽培に関わる技術研修を必要とする。 
・ 惣慶：IRAD による技術研修等は行われないのか。 
・ ONDOA 氏：IRAD は種子提供のみ。 
・ MBOOH 氏：現在、農業普及（PNVRA）と行政の区分の 2 種類が並存。後者は従来存在した行政

の区分に基づく区分（Poste Agricole 等）、Zone（AVZ に対応）は PNVRA により設定された普及

地域の区画。これ以外に MINEPIA の研修センター等も存在。ちなみに職員は旧行政システムのポ

ストと、PNVRA のポストの両方に就いている場合あり。（MBOOH 氏の場合は、PNVRA の Regional 
Superviser と Chief of Extension Service Unite の 2 つの役職）。 

・ 星：農業省地方局の育成にはどれくらいの時間がかかるのか。 
・ MBOOH 氏：農業の職業学校があり、そこで 1 年（ジュニア農業技術者）、または 2 年（シニア

農業技術者）の教育を受ける。 
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日時：8 月 5 日 15：30－16：00  
場所：中央州農業局（局長室） 
参加者：調査団 星、惣慶、望月、三宅、通訳 、 DEPC／MINDER ONDOA 氏 

MBOOH BASSIA Aser（DRADER/Centre, Chef de Service du Développement Agricole） 
議事内容 
・ 局長：プロジェクトへの期待、カメルーンにおけるコメ事情（輸入米消費）の話。 
・ ONDOA 氏：来週のミニッツ協議について説明。来週協議実施。 
 
日時：8 月 6 日 9：30－10：40  
場所：DRCQIPA／MINADER SD de RSQV 課長執務室 
参加者：調査団 星、惣慶、望月、三宅、通訳 

SD de RSQV／DRCQIPA／MINADER TCHOUMTCHOUA Maurice 氏 
DEPC／MINADER ONDOA 氏 

議事内容 
DRCQIPA を訪問したところ、局長が不在であったため、下位部局の種子規制･植物検疫部（Sous 

Dirtection de la Rélemenetation des Semences et de la Quarantaine Végétales / DRCQIPA / MINADER）の課

長（Sous－Directeur）を表敬訪問。 
・ TCHOUMTCHOUA 氏：カメルーンの種子保証システムについて説明。法律上では、商業用途・

民間普及に供される種子は、MINADER の当該部局（DCQIPA）が管理することになっており、普

及・流通の対象となる種子は国の公的なカタログに記載されている必要があるが、実際にはカタ

ログに登録されていない種子が一般に流れており、管理されていない実態があり（MINADER 管

理の実態がない）、非常に望ましくないと考えている。なお、IRAD が種子生産用の種子を生産し、

民間の種子生産農家に供給しているが、種子法では研究（育種等）は対象外となっている。（法

律上は）IRAD の種子開発の下流における普及・流通は MINADER が行うことになっている（た

だし、実体は無く、フォローされていないのでよろしくない）。MINADER には技術も予算もな

く、種子の品質維持・管理のシステムは確立していない（しかし、IRAD の種子が公的に登録され

ずに流通するのはけしからん、とのこと）。なお、法律上では新品種開発は、MINADER、IRAD、

民間業者の 3 者が担うことになっており、IRAD の専売特許ではない。 
・ （参考）WARDA 等の国外からの種子入手（輸入）についても、当該部局を経由した入手（当該

部局の許可？）が必要とのこと。 
 
日時：8 月 6 日 9：30－10：40  
場所：DRCQIPA／MINADER  SD de AMGEA 課長執務室 
参加者： 調査団 星、惣慶、望月、三宅、通訳 、DEPC／MINADER ONDOA 氏 
 SD de AMGEA／DOPA／MINADER  NKOULOU Martial 氏 
議事内容 

DOPA 局長が不在、下位部局の中･大規模農業開発支援局（Sous Direction d'appui aux Moyennes et 
Grandes Exploitations Agricoles / DRCQIPA / MINADER）課長（Sous－Directeur）を表敬。 
・ 星：来週予定されるミニッツ協議について、DOPA からの代表の参加を依頼。現時点で内容を整

理中。本件の背景として 2009 年に JICA が調査実施、カメルーン南部の 3 州を対象とし、都市部
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への国内産米の供給を目指す陸稲普及を行う予定。プロジェクト詳細（優先地域等）は、プロジ

ェクトの開始後に決める予定。活動内容は、普及員への研修を想定、優先地域への普及に力を入

れ、他地域への波及を狙う。 
・ NKOULOU 氏：本案件の担当者（C/P）も既に決めている。自身の部局もコメ栽培普及に関心あり。

換金作物としてのコメ栽培の普及も重要。 
・ 星：肥料について質問。「カ」国肥料は価格補助されているか。販売は民間業者か。 
・ NKOULOU 氏：肥料の価格補助はプロジェクトを通して行われる、特定作物向けの肥料の価格に

補助あり。例えばプランテンバナナや塊茎類の栽培に対しがある。肥料の入手経路はドゥアラか

ら民間業者により輸入されており、ドゥアラの税関で把握される。 
・ 三宅：普及のシステムについて、農業行政の普及システムと PNVRA の普及システムがあると聞

いたが、PNVRA の中央レベルの担当者（National Supervisor）は誰か。 
・ NKOULOU 氏：2 つのシステムがあるわけではない。PNVRA は普及システム強化のプロジェクト、

システムとしては農民指導（encadrement des paysans）のみ。なお、PNVRA の中央の担当者

（Coordinator）は、DOPA の農業普及部局（Sous Direction de la Vulgarisation Agricole）課長（Sous 
Directeur）、当該課長は 2 つのタイトルを有す（PNVRA コーディネーターと、Sous Directeur）。

なお、農業普及に関しては、民間関係者（NGO 等）を含めたプラットフォームを設立している。 
・ ONDOA 氏：調査団からの依頼として、州以下の県・郡レベルの普及員（AVZ）の配置状況と、

プロジェクトの対象地域を予定する 3 州の降雨量のデータの提供を依頼。 
 
日時：8 月 6 日 11：50－12：20  
場所：DRCQIPA／MINADER  SD de AMGEA 課長執務室 
参加者：調査団 星、惣慶、望月、三宅、通訳 、DEPC／MINADER ONDOA 氏 

Direction Générale de la Planification et de l'Aménagement du Territoire / MINEPAT  
TCHOUALAK PECHEU Yves Narcisse 氏 

議事内容 
・ 星：プロジェクト開始後、早い時期にベースライン調査を行い、また、プロジェクトの終了前に

評価のための調査を行う。MIMEPAT の方でセンサス等の調査を行っている場合、参考となる情

報の提供をお願いする。 
・ TCHOUALAK 氏：センサスは 10 年ごとに実施。世帯生計調査は最後に行われたのが 2007 年で 5

年ごとに実施（次は 2012 年）。なお、世帯生計については、収入は調査が難しいため、支出を調

査している。 
・ 星：JICA のプロジェクトでは合同調整委員会（JCC）を設置し、プロジェクト活動の報告・決定

を行う。MINEPAT からの参加も想定されるが参加してもらえるか。 
・ TCHOUALAK 氏：必要に応じ、代表者を送る。稲作振興については、コメ･バリューチェーン振

興の指針文書が作成されている。NRDS よりもより広範なバリューチェーン振興を対象とした文

書である。 
 
日時：8 月 7 日（土）8:00－14：30   
訪問先：中央州 Mbam et Kim 県 RAD Ntui 支所 
参加者/面会者：JICA 星、惣慶、望月、三宅、通訳、 ONDOA Manga 氏 （DEPC/MINADER） 
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Malaa Dorothy 氏（プロジェクト・ネリカ コーディネーター／IRAD） 
Zonkeng Guépi Célicard 氏（Coordinateur Projet PPTE-Semences / IRAD） 
その他、現地の圃場担当者（IRAD） 

日程： 

 時間 場所 内容 備考 

 8:00 JICA 事務所 Yaoundé 発  

 8:00-12:0 （移動：Yaoundé→Ntui）  

 12:00-12:55 
IRAD Ntui 支所 
種子生産圃場 

圃場訪問  

 12:50-14:00 昼食休憩  

 14:00-16:45 Ntui→Yaoundé Yaoundé 戻り  

概要 
・ プロジェクト圃場設置の候補地として、IRAD の Ntui 圃場を訪問。Yaoudé より距離的には遠くな

いがフェリーにより川を渡る必要、訪問に時間がかかる。川の渡しは夕方には終了（夜間は渡れ

ない）、訪問時には注意が必要。別の川を渡る手段として橋がある（現在工事中）。 
・ IRAD Ntui 圃場は、総面積 6,000ha の内の 600ha にてトウモロコシ、キャッサバの原種･種子を生

産。圃場ではトラクターを 2 台保有、種子の乾燥施設（トウモロコシ）、宿泊施設等あり。灌漑

設備は備えていない、圃場に隣接している川（通年）あり、井戸からの取水も可能（モーターポ

ンプによる灌漑、以前は灌漑も行っていた）。 
・ 当該圃場の IRAD 職員は 4 名。その他に労働者を雇用。労働力（労働者）は北西州から調達。雇

用費用は 2,000Ｆ/日（8 時間労働。 
・ 井戸、川の水を使った灌漑も可能であり、種子生産の圃場としては利用可能。Yaoundé からの訪

問に時間がかかる点が難点。 
・ その他の情報： 

－ IRAD の陸稲種子生産能力は 30t/年程度、資金支援があればさらに 30t の生産が可能（計 60t/
年、昨年は日本政府の支援で＋30t を生産。） 

－ IRAD に陸稲種子生産を頼む場合、1,500,000Ｆ／ha（収量は、3～4t/ha 程度）とのこと。 
 
日時：8 月 3 日 10：40－11：00 DEPC 局長室／MINADER 
参加者：調査団 星団長、望月、三宅、通訳、  DEPC／MINDER ONDOA 氏 
議事内容 
基本計画（案）、実施体制（案）、双方の負担内容（案）等について協議・確認、ONDOA 氏から

の修正の提案をミニッツ（案）に反映し午後 ONDOA 氏へ提出。以下は協議の概要。 
・ JCC（Joint Coordinating Committee）について 

－カメルーン側のメンバーを整理。関連省庁からの代表者を追加。コメバリューチェーンプラッ

トフォーム代表者の追加。CARD フォーカルポイントを追加。その他、表現の変更。 
－書記を追加。書記は、カメルーン C/P が主に担う旨の記述を追加。 

・ TC（Technical Committee）のメンバーについて 
－書記を追加。書記は、カメルーン C/P が主に担う旨の記述を追加。 
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・ プロジェクトの実施体制について（整理結果の詳細はミニッツ（案）のアネックスⅥを参照） 
－Project Director を初めとした C/P について整理。Director、Manager を DEPC からの職員、Deputy 

Project Manager を DOPA からの職員として具体的な役職を特定（DEPC はプロジェクトに関与

する複数の部局の取りまとめ役、プロジェクトの実施は「カ」国の農業普及を担う DOPA から

の人選）。 
－Project Officer を州農業局の普及担当者、IRAD の稲作プロジェクト担当者とする。 
－協力者の整理（表現の変更、IRAD 種子生産プロジェクト担当者追加）。 

・ 基本計画について 
－特に成果 2，3 の普及のシステムについて説明。 
－成果 1 で特定された普及する品種、栽培技術に関するセミナーの実施を活動に追加すべき旨の

コメントあり（活動１－７として追記）。 
－パイロット地域については、プロジェクト開始後の話し合いで決定。 
－プロジェクトの活動に必要な種子の入手方法について協議。プロジェクトでの種子生産が必要

な可能性について共通理解形成。詳細（種子生産圃場の設置場所・面積等）は、プロジェクト

の開始後に調整をする（ミニッツに種子の入手・生産に関わる文言を追記）。 
－カメルーン側投入の執務室等は、まだ手配されていない。プロジェクト圃場について IRAD の

調整を調査団より依頼。カメルーン側の C/P ファンド予算については、時期的にこれから予算

編成を行うためプロジェクトに必要な予算を盛り込むことが可能。光熱水費等は、カメルーン

側負担。「カ」国での免税手続きの確認を依頼。供与機材については、技術的に高度な機材の

供与は予定していないことを説明。 
－日本側投入について、専門家、機材、研修が主な投入であることを説明。長期専門家は、人選

により専門分野が変わる可能性を説明。短期専門家は必要に応じた派遣を予定。 
・ プロジェクトの予算規模について、詳細な費用の提示は難しいことを説明。必要に応じ、概算額

を提示し、カメルーン側の予算見積もりの参考とすることを説明。 
・ 「カ」国側の署名者は副総理大臣（農業農村開発大臣を兼任）、または別の者を予定していが、

副総理大臣署名の場合は 12 日午後を予定。 
 
日時：8 月 10 日 14：30－15：30 会議室／MINADER 
場所：MINADER 会議室 
参加者： 調査団 星、惣慶、三宅 
 DEPC／MINDER MVONDO NNA Patrick 氏 
 DEPC／MINDER ONDOA MANGA 氏 
 DOPA／MINDER DOUADJE MAHAMA 氏 
 DOPA／MINDER NKAMGA FERDINAND 氏 
 DRFP／MINDER Constant Lobé Mpoh 氏 
 Délégation de la Région du Centre MBOOH BASSIA Aser 氏 
 IRAD  Dorothy MALAA Kenyi 氏 
議事内容 
ミニッツ案、及びそのサマリーを添付資料として配布。冒頭、星団長より、ミニッツのサマリーに

基づくプレゼンを実施し、その後、質疑応答。以下、質疑応答の内容。 
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・DEPC 局長：プロジェクトの費用はどのくらいになるのか。 
 →星：300 万ドル程度を想定。JICA 投入は専門家派遣、機材投入、研修（本邦、第三国）。プ

ロジェクトの研修実施、種子生産、収穫後処理等の活動に必要な機材を調達。 
・MAHAMA 氏：普及のシステムについては既存のシステムがある。DOPA/MINADER が普及を担当。

ノウハウ・技術蓄積もあり、地方との連携は重要だが、中央（DOPA）との連携も重要。圃

場試験について、どのような品種を試すのか。ローカル品種も存在。試験実施について、ま

ずは環境が管理されたプロジェクト圃場での試験から始めるのであろうが、現場・農民の圃

場での試験も検討すべき。 
→星：DOPA との連携は重視する。既存の普及システムを活用しプロジェクトからは技術や種

子を投入。地方農業局職員の能力強化も必要、研修を通した技術投入を行う。 
→惣慶：試験圃場での品種選定については、既存の品種から選択。試験は、普及のための技術

特定が目的、詳細な試験を行うわけではなく、プロジェクトとしては普及に重点を置く、最

小限の圃場試験を実施予定。技術としては、カメルーンの気候に対応した栽培方法等を特定

し、農民の稲作導入のための技術として提供する。 
・MBOOH 氏：TC（技術委員会）について、農民からの意見聞き取りも重要であるが、農民の参加

は考えないのか。普及員、中核農家への研修実施は、同時にやることが効果的では。 
→星：農民の意見については、地方局職員の参加により議論に反映されると考える。普及員と

中核農家が同じ理解をもつことは非常に重要。研修を受けた普及員と中核農家による現場で

の研修を行うが、普及員が指導役で、中核農家が実働役。この方法は他の国の JICA 協力で

も実践されており、成果が上がっている。 
・DEPC 局長：免税について、具体的な内容がよくわからない。また、カウンターパートファンドは

具体的にどのように使用されるのか。 
→星：免税の例としては、プロジェクトの機材調達で輸入する場合、プロジェクトは政府に免

税の措置を依頼する。国によって免税手続きの仕方が異なるため一概には言えないが、カウ

ンターパートファンドを用いることもある。免税手続きについては、JICA の方でカメルー

ンの手続きの情報を持たないため、情報を提供いただきたい。 
・MAHAMA 氏：プロジェクト圃場について、IRAD 圃場に設置するとのことであるが、IRAD より

土地が提供されるのか。 
・IRAD ドロシー氏：調査団は既に IRAD を訪問し、現地も確認している（問題ない）。 
 
日時：8 月 11 日 14:30 
場所：DEPC 局長室 
参加者： 

調査団：星、惣慶、三宅 
カメルーン支所：青山企画調査員 
MINADER： DEPC 局長、ONDOA MANGA（案件担当者） 

【概要】 
・前日協議されたミニッツについて、若干の誤った表記等を修正したミニッツに署名。 
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（１）訪問先一覧 

訪問日 訪問先 応対者 

MINADER（農業省地方開発局） ONDOA 氏 

MAHIMA（スーパーマーケット） -- 

CASINO（スーパーマーケット） -- 

7 月 27 日 
 

MERCHE MFOUNDI（地元市場） 販売員 

SOACAM 社（米輸入販売業者） 販売担当者 

AMOR MEZAM（運送業者） 営業所責任者 

HOTEL  AZUR 仕入担当責任者 

7 月 28 日 
 

MERCHE BIYEMASSI（地元市場） MBEZELE EWODO 氏（米販売店オーナー）

MINADER （ 農 業 省 地 方 開 発 局 ）

LITTORAL 県 
Yen Samuel 氏 7 月 29 日 

 

MINEFI（財務省） NJOUNKE EMANUEL 氏 

OLAM CAM SARL（輸入業者） PANKA JGOYAL 氏 

MAERSK 社（海運業者） STEPHAN KONANG 氏 

MAERSK 社周囲のトラック運転手 運転手 

7 月 30 日 
 

CASINO ドアラ（スーパーマーケット） -- 

SOREPCO 社 販売担当者 7 月 31 日 
 MHUPPI 市場内米販売店 販売員 

ヤウンデ商工会議所 TSOUNGI 氏 INFORMATION DEPT.  

商務省消費者保護局 LEUYON MAURICE 氏 

8 月 2 日 
 

EBOLOWA 2010 ONDOA 氏 

マケネネの精米サービス業者 オーナー 8 月 4 日 
 マケネネ地区農民グループ マケネネ地区農民 

NGO HORISON SUD WOLBER 代表 8 月 11 日 
 FUNDI 市場 店員 

BIYEMASSI 市場 MBEZELE EWODO 氏（米販売店オーナー）8 月 12 日 
 NKOLETON 市場 店員 

 
 

 
７．主要面談者議事録（農産物マーケティング担当）
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（２）個別議事録 
 
訪問日時：7 月 27 日（火） 10:00－11:00 
訪問先：MINADER（農業省地方開発局） 
応対者：ONDOA 氏 
陸稲を含む国産稲作事業推進においては何らかの支援策が必要、もしくは支援の可能性があると認識

している。それを踏まえた上で他省庁との連携もありうる。例えば輸入米に対する輸入関税引上げは

財務省、市場販売価格に関しては商務省と協議中。しかし、いずれも適応の可否、程度、実施時期に

ついては現段階で未定。 
農業省として陸稲に関する具体的振興策の有無に関する質問に対しては、｢JICA と協議中｣という回

答に留まった。現時点において具体的な素案があるとは考えにくい。 
また、稲作振興ではプロジェクト進展に伴い森林伐採によって新しい耕地造成がなされるため、何ら

か環境保護対策とられるべきと考えられるが、休墾地ならびに耕地造成については、他作物との混作、

アグロフォレストリーなどの技術について言及があったが、この点についても明確な方針はない模様。 
1970 年代に水稲振興政策を採択していたが、80 年代における補助政策の失敗、IMF による国家財政

再建要請に伴い、補助政策を廃止した経緯あり。その後、2008 年における食糧危機により世銀と水

稲振興を、IFAD と陸稲振興を開始したとのこと。 
また、年間 500 トンの輸入米のうち約 75％がヤウンデとドアラで消費されている。 
 
訪問日時：7 月 27 日（火）11:30－12:00 
訪問先：MAHIMA（スーパーマーケット） 
カメルーンにおける高級スーパーマーケットの 1 つ。第 1 次調査で価格、品揃えについて確認済みだ

が再度視察した。 
価格については銘柄、パッケージにより若干差があるが、5kg あたり概ね 3500~4000 フラン。価格差

が生じるのは PERFUMED の可否による。品揃いは殆どタイ米であるが、一部、インド米（BASMATI
米）も見られた。価格は 4850 フラン/5kg と若干高め。 
なお、パスタ類の価格は 4650 フラン/5kg であり、米と同価格帯のアイテムと推測される。 
 
訪問日時：7 月 27 日（火）13:10－13:30 
訪問先：CASINO（スーパーマーケット） 
フランス系高級スーパーマーケット。第 1 次調査でも調査されているが再度視察。 
品揃いはタイ米がほとんど。NELISA ブランドのタイ米は 1kg パックで販売されている。砕米の含有

率で等級分けがなされており、5％（550 フラン）、10％（545 フラン）、15％（540 フラン）、25％
（535 フラン）と 4 ランクに分類されているが、価格は 5CFAF 刻みでありそれほど大きくないので

はという印象。 
なお、同店舗には Riz Gluant 上等粳米という米もあり価格は 2,250 フラン/1kg。粳米のような米であ

っても限定されたマーケットが存在することを示唆される。 
 
訪問日時：7 月 27 日（火）14:00－15:00 
訪問先：MERCHE MFOUNDI（地元市場） 
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販売されているのは全てタイ米。販売価格は 320 フラン/1kg, 450 フラン/kg, 700 フラン/kg 
RIDOR ブランドは 16,000 フラン/50KG。 
320 フランのものは CASINO で販売されていた砕米 25%よりもさらに砕米含有率が高い。 
 
訪問日時：7 月 28 日（水）10:00－10:30 
訪問先：SOACAM 社（米輸入販売業者） 
応対者：販売担当 
政府により販売価格上限が設定されており、タイ米の一部とベトナム米の一部に適用されている。タ

イ米は 5%NIMA50kg が 17300 フラン、5%CELESTA50kg⇒16000 フラン 
100%Prestige⇒18,000 フラン/50kg, 100% Golden Riz janne⇒21,000 フラン/50kg, 
100% Bon long grain⇒16,000 フラン/50kg, 100% Bon 10kg⇒3,950 フラン/10kg。 
一方ベトナム米は Riz saptiu が 15,000 フラン/50kg, Misty Rice が 12,500 フラン/50kg。 
 
訪問日時：7 月 28 日（水）11:30－11:50 
訪問先：AMOR MEZAM（運送業者）11:30-11:50 
米産地の NDOP 先からヤウンデまでの運送料は 70,000 フラン/7 トン（50kg*140 袋）。 
1 キロあたり換算で約 10 フラン。ちなみに 50kg 詰 1 袋だと 1000 フランと単価が倍になる。 
運送業者曰く、NDOP・ヤウンデ間の約 600km に対し、メケネネ・ヤウンデ間は約 200km と近い。

しかし米の輸送経験はなく送料見積もりは即答できない。他方、米輸送実績のある NDOP・ヤウンデ

間なら即答可能ということで得たのが上記価格。 
 
訪問日時：7 月 28 日（水）13:00－13:15 
訪問先：HOTEL  AZUR 
カメルーン米を使用している未確認情報について、同ホテル仕入担当責任者に確認したところ、同ホ

テルはこれまでカメルーン米を使用したことはないとのこと。 
 
訪問日時：7 月 28 日（水）14:00－14:30 
訪問先：MERCHE BIYEMASSI（地元市場） 
カメルーン米（北西部 NDOP BAMENDEA 産）が 1 キロ 400 フランで販売されている。タイ米とも

ほぼ同額。但し、タイ米に比較して籾等の不純物が含まれていること、かつ精米の精度も低いことが

確認された。店主によれば供給時期が一定でなく、安定供給に問題あり。他方、タイ米と同額程度で

あればカメルーン米を選択する客層が少なからずあるとのこと。 
 
訪問日時：7 月 29 日（木）15:30－16:30 
訪問先：MINADER（農業省地方開発局）LITTORAL 県 
応対者：Yen Samuel 氏 
通関データ入手先として ONDOA 氏より紹介されたのが同氏。しかし通関データに関しては何も把

握していなかった。かわって 1990 年に閉鎖した国営企業 SODERIM 社が残したトラクター、精米機

といったインフラが使用可能との説明を受ける。但し、メンテナンスは皆無であるため、実際に使用

する場合その程度について要確認。 
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ドアラより 130km の地点にある MELON 地区の ESSEKOU 村で稲作振興を行う計画あり。 
米、小麦粉、とうもろこしに関して輸入関税は 0％とのこと。詳細データは商工省に問い合わせよと

のこと。 
 
訪問日時：7 月 29 日（木）17:00－17:30 
訪問先：MINEFI（財務省） 
応対者：NJOUNKE EMANUEL 氏 
ネリカ米普及プロジェクト内容を説明し、カメルーンの米輸入通関統計の入手を要請。快諾し 2007
年~2009 年のデータを提供してくれた。 
当該データによると 2009 年実績は輸入量ベースではタイが 50％、ベトナム 27％、ミャンマー10％、

パキスタン 8％となっており上位 4 か国で 95％を占めている。ベトナム、パキスタンの伸びは国際コ

メ相場の影響によるものであることが推測される。なお、当該データはカメルーンから隣国への再輸

出分は含まれておらず、全量カメルーン国内向けのこと。 
また、2009 年実績では輸入量全体に占める割合はわずか 1％ほどだが、関税番号上、砕米と区分され

る米が 2008 年比 3.4 倍、2007 年比 10.0 倍と急上昇しているのも目を引く。 
 
訪問日時：7 月 30 日（金）10:00－11:00 
訪問先：OLAM CAM SARL（輸入業者） 
応対者：PANKA JGOYAL 氏 
本社はシンガポール、カメルーンを含めたアフリカ 21 か所に事務所を有する。 
同社 HP（http://www.olamonline.com/）によれば米をはじめコーヒー、カカオその他主要作物を扱う

商社である。 
同氏によればモザンビークとナイジェリアで稲作事業を行っているとのこと。カメルーンでは稲作栽

培に関与していないが、ネリカ米普及計画に大いに関心あり。プロジェクト開始後、暫くは十分な収

穫量確保は期待できないであろうが、同社が取扱に際して供給量は問題にしない方針。但し、価格に

ついては出来上がった商品とマーケットの反応を見ながら決定する方針。食料保障の観点より米栽培

振興には自社として積極的に関与したいと考えるが、決して CSR 活動としてではなく、あくまでも

ビジネスとして取り組んでいきたい意向。 
同氏によれば米に対する嗜好はヤウンデとドアラでは異なる。ヤウンデではタイ米が主流だが、ドア

ラになるとさらに長粒米を好むマーケットも多くなるという。 
米の輸入統計に話が及ぶと、7 月 30 日現在におけるタイ米輸出価格は FOB タイで US$ 450/トンとの

こと。なお、同社で輸入した米は近隣諸国への再輸出は行わず、全てカメルーン国内に販売している。 
また、中国からの輸入減少に関しては、中国国内における消費増加に伴い輸出が減少したことが要因。

さらに 2008 年にインドが米の輸出禁止措置に踏切ったこと、この 2 点はカメルーンの米輸入統計を

みる際に留意すべきであるというコメントを得た。 
 
訪問日時：7 月 30 日（金）11:30－12:00 
訪問先：MAERSK 社（海運業者） 
応対者：STEPHAN KONANG 氏（ダイレクトセールス・アシスタントマネージャー） 
同社は大手国際海運業者。タイからカメルーンへの海上輸送コストを調査すべく訪問。米は通常 20
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フィート・ノーマルコンテナーが使用され、20ft コンテナーには約 25 トン積載可能。タイ・カメル

ーン間運航頻度は週 1 回。見積もりについては即日回答予定であったが現時点まで未入手。 
 
訪問日時：7 月 30 日（金）12:10－12:20 
訪問先：MAERSK 社周囲のトラック運転手 
ドアラからヤウンデまでの送料は最低価格で 350,000フラン/20ftコンテナー。場合によっては 500,000
フランまで交渉によって上下するとのこと。40ft コンテナーでもほぼ同様とのこと（？）。キロあた

り換算では約 14 フラン。ある程度ロットがまとまれば 2 大消費地間の陸上輸送コストはあまり問題

にならないように見受けられる。 
 
訪問日時：7 月 30 日（金）13:00－13:30 
訪問先：CASINO ドアラ（スーパーマーケット） 
ドアラ本店にはインド産米も販売されていた。価格はタイ米より若干高めで 3750 フラン/5kg、4850
フラン/5kg。また、1kg パックのベルギー米が 1950 フラン、2950 フランといった破格の値段で販売

されている。顧客は在カメルーン欧州人であろうが、知っているブランドに対する安心と信頼を付加

価値として、高級ニッチ市場を狙うことも可能であるという参考例に挙げられる。 
 
訪問日時：7 月 31 日（土）10:00－10:30 
訪問先：SOREPCO 社（卸売業者） 
ドアラでは未香米が好まれるという。ウルグアイ米 15,600 フラン/50kg、タイ米（未香米）15,600 フ

ラン/50kg 。 
 
訪問日時：7 月 31 日（土）11:00－12:00 
訪問先：MHUPPI 市場内米販売店 
タイ米 18,000 フラン/50kg、その他パキスタン米あり 
 
訪問日時：8 月 2 日（月）10:00－10:20 
訪問先時：ヤウンデ商工会議所 
応対者：TSOUNGI 氏 INFORMATION DEPT.  
米販売の統制価格については商務省が管轄。そちらへ入手せよとの指示あり。 
 
訪問日時：8 月 2 日（月）11:30－12:00 
訪問先：商務省消費者保護局  
応対者：LEUYON MAURICE 氏 
生活必需品である米、砂糖、油、豆に関しては無関税となっている。また、CIF ドアラ価格のうち保

険と海上保険についても非課税となっている。生活必需品ゆえ販売価格上限を設定。但し、カメルー

ン産米はこの限りではない。よって、販売価格上限に縛られることなく自由な価格設定が可能。 
食料保障の観点より米の栽培振興政策には関心があるが、農業省と特に連携はしていない。両省庁の

デマケは農業省が生産、商務省は流通。 
現時点では国産米を保護する必要性は、生産量より全くない。しかし、将来国内需要を満たす一定の
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供給量に達した場合は、外国米の輸入制限等、国産米の保護政策を採択する可能性は高い。しかし、

現時点では全くの時期尚早。 
 
訪問日時：8 月 2 日（月）14:00－15:00 
訪問先：EBOLOWA 2010 
同行者：ONDOA 氏 
ONDOA 氏より時間があれば米を使ったレシピコンテストがあるからこないかと誘われ、参加。商務

省主催したカメルーン米（NDOP 産）を使った料理コンテスト・試食会であった。参加者・優秀者に

は賞状が贈られ、その後試食会となった。出展されたレシピは米パウダー、ビスケット、クッキー、

ケーキ、ソフトドリンク、ミルク、クレープ、おにぎり等であった。味的にはまだまだ改善の余地が

あるが、小規模で第 1 回目とはいえ、このような試みがなされているのには評価できると思う。ネリ

カ米でこのような普及活動を行い、PR を継続していくことがマーケティングの観点からは極めて重

要。予算、調整など様々な制限要因を認識したうえでも、ネリカ米の迅速な普及には規模と頻度に加

え、実施方法についても大いに改善の方法があるように思われる。 
本日開催された試食会に先立ち、米、牛乳、とうもろこし、油、トマト、玉ねぎ、魚といった輸入に

頼っている食品を国内生産しようというイベントが商務省によって開催されていた。 
 
訪問日時：8 月 4 日（水）13:00－13:30 
訪問先：マケネネの精米サービス業者 
精米コスト 1500~2000CFAF/100kg 
AGROMAC の技術修理料は 16500CFAF/回、これに交換備品代と技術者交通費が発生する。 
部品交換頻度については確認していないが、たぶん 10 トン程度処理するとラバー部分等の摩耗部分

の交換の必要が生じてくる。 
機械は中国製、空冷式、ガソリンで稼働、処理能力は 100kg を 15~22 分。歩留まりは 100kg の籾を入

れ白米として出てくるのは 65~70kg。籾の水分含有率が低すぎると歩留まりも悪くなる。 
 
訪問日時：8 月 4 日（水）14:00－14:30 
訪問先：マケネネの住民との MTG 
マケネネの人口は約 3,6000 人世帯数、14,000 家族） 
ネリカ栽培に関心のある農家約 2,800 世帯 
米（籾付）の販売価格は 15,000~35,000CFAF/100kg⇒未精米マケネネ渡し 150～350CFAF/kg。 
試算例：籾米 2000kg を精米すると白米 1400kg（歩留まり 70%換算）。精米コストを 1500CFAF/kg
とした場合、精米コストは 30,000CFAF/2000kg 
⇒つまり白米 1kg あたり 21CFAF。NDOP からヤウンデまでの輸送量は 7 トン程度にまとめれば、

10CFAF/kg となるので、ヤウンデ・マケネネ間はそれより高いことはない。 
⇒BIYEMASSI 市場調査より NDOP 米仕入価格は 15,500~17,000CFAF/50kg 
但し 45kg しか入ってないこともあるので、キロあたり仕入価格の実態は 310~377CFAF/kg 
これが小売価格は 400CFAF/kg で販売されている。よって、販売価格として 400CFAF/kg であればボ

リュームゾーンを占める低価格市場に浸透する可能性大。つまりマケネネ渡しで 300CFAF/kg がクリ

アできれば市場に一気に普及するであろう。そのためには籾付の状態で農民が 196CFAF/kg で販売で
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きればいいことになる。よって、これまでの実績も踏まえ農民が 20,000CFAF/kg での販売価格にメリ

ットを見いだせるか否かによるだろう。もっとも、精米技術の向上、市場への導入方法などでさら農

民の販売価格を挙げる要素も十分に残っていると思われる。 
 
訪問日時：8 月 11 日（水）10:00－11:00 
訪問先：NGO HORISON SUD 
応対者：WOLBER 代表 
同 NGO は南部州でネリカ米の普及栽培を実践中。前回第一次調査で訪問し、活動概要の把握とサイ

ト視察は実施済み。今回の訪問目的は、現時点における活動進捗確認について。 
現在 4,300 名の農家が登録済。現在は種の増殖中であり、加工等は行っていない。8 月現在、1300ha
分の種がある。今後、これを最低でも 50000ha 分、目標は 10000ha 分まで増殖させること。2011 年

早い段階に加工のための会社を設立する。同社で加工する商品のブランドネームは既に決定済みで、

商標登録済み。この段階に至ったら精米機械を調達したいとのこと。日本酒の生産もしてみたいとは

代表の夢。 
新しく開墾した畑でのネリカ 3 の収穫量は 6 トンであった。ネリカ 3 を 150～200CFAF／KG で販売

できるようにしたい。現状南部における輸入米の販売価格は 300CFAF／KG であるため、それより安

価で販売することによって一気に市場へ浸透させたい。最初は南部州で開始し、その後他の州へと展

開する。 
JICA プロジェクトには技術指導を受けるなどで連携したいとのこと。また、JICA プロジェクトで産

出するネリカ米を購入し、同社にて利用する可能性も大いにあるとのこと。 
 
訪問日時：8 月 11 日（水）11:30－13:30 
訪問先：FUNDI 市場 
応対者：店員 
同市場はヤウンデ市内では大型の市場であり、食料品は充実しており、米を取り扱っている販売店も

多い。同市場で米を販売している食糧品店を 10 件訪問した。やはりメインはタイ米、しかし価格の

安さという点よりベトナム米、パキスタン米が高級スーパーに比較すると多く目についた。10 店舗

を回った聞取り調査を行った結果、月間米販売量は 82.5 袋、つまり 4.1 トン平均であった。少ない店

で 1.8 トン、多い店で 7 トンとばらつきはあるものの、小規模であればこうした市場にプロジェクト

で生産された米を流通させるのが第一段階としては現実的であると思われる。1 店舗を除いてどの店

もカメルーン米を扱った実績はないとのことであったが、価格と品質がよければ是非とも取扱い。売

れるのであればどこの米であっても拒む理由はなしということであった。 
 
訪問日時：8 月 12 日（木）11:00－11:30 
訪問先：BIYEMASSI 市場 
応対者：MBEZELE EWODO 氏（米販売店オーナー） 
本隊合流前に実施した市場調査で唯一、カメルーン米（NDOP 産）を販売している店を再度訪問。カ

メルーン米を現時点で実際に扱って販売していることから、今後プロジェクトで産出される米の販売

先として大いに期待できることから、改めて訪問し聞き取り調査を行った。 
米がカメルーンに輸入されてから消費者の手に至るまで幾つかの流通経路を経るが、多くの場合、次



－107－ 

の経緯をたどる。輸入業者⇒一次卸業者⇒二次卸業者⇒小売店⇒消費者。 
同店は二次卸業者兼小売業者という立場にある。国内大手輸入業者 SOACAM 社などからも直接調達

しており、店主曰く、取り扱うブランド、仕入れ量などによって、輸入業者から直接仕入れたり、一

次卸から仕入れたり使い分けているとのこと。SOACAM 社以外に名前の挙がった仕入れ先として、

SODIPACAM 社、SOREPCO 社、FOKOU 社、SOMAFIS 社があがった。 
販売量実績は 50kg 入りの袋で月間平均 200 袋（＝10 トン）。このうち半数以上が消費者へのリーテ

ル販売、残りが小売店への販売とのこと。 
現在、NDOP 米の仕入れ価格は 15,500～17,000CFAF／50KG、価格は品薄になると上昇する傾向にあ

るという。NDOP 米に対する不満点は客の反応は良好だが、50KG 入りと記しながら、計量してみる

と 45KG しか入っていないこともあり、このあたりきちんとしてほしいということであった。 
また、消費者が米を選ぶポイントは価格と品質。品質に関しては砕米であってもさほど問題とはされ

ないが、調理した際に米がくっつかないものが好まれるとのこと。この点、惣慶専門家によればネリ

カ 3 は調理後、米同士がくっつくようなことはないとのコメントを得た。ネリカ 3 についても大いに

関心あり。なお、顧客が定着するまではプロモーション価格として多少安価にして販売に着手してみ

たいとの回答を得た。 
 
訪問日時：8 月 13 日（金）11:00－12:00 
NKOLETON 市場 
同市場の 5 件の米販売店を視察。 
うち 2 件よりオーナーより聞取りを実施。それによると売れ筋であるタイ米は大手輸入業者

SOACAM 社から卸売業者から経由の場合、かつ SOACAM 社から直接購入する場合の 2 通りがある

とのこと。いずれも購入価格は 18,000CFAF/50kg。SOACAM 社は卸売業者の商圏保護のため、一般

小売店が直接購入しに来る場合は、卸売業者が小売店に販売する場合と同じ金額にて販売しているこ

とが判明。価格は他の市場と同等の価格。 
カメルーン米は流通していない。ここでも価格的に消費者にアピールできれば取り扱ってみたいとの

こと。月間平均販売量は 500kg 程度。 
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